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(57)【要約】
【課題】ヘイズの値が抑制され、遮熱性が高く、光反射層の上にコレステリック液晶相を
固定してなる光反射層を積層塗布するときの塗布性を改善できる光反射層の提供。
【解決手段】第１の硬化性液晶組成物をコレステリック液晶相の状態で硬化することによ
って固定してなる第１の液晶層を有し、前記第１の硬化性液晶組成物が重合性液晶化合物
とフルオロアルキル基含有配向制御剤と親水性基含有塗布性付与剤とを含むことを特徴と
する光反射層。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の硬化性液晶組成物をコレステリック液晶相の状態で硬化することによって固定し
てなる第１の液晶層を有し、
　前記第１の硬化性液晶組成物が重合性液晶化合物とフルオロアルキル基含有配向制御剤
と親水性基含有塗布性付与剤とを含むことを特徴とする光反射層。
【請求項２】
　前記第１の硬化性液晶組成物中のフルオロアルキル基含有配向制御剤が、前記第１の硬
化性液晶組成物中の重合性液晶化合物に対して０．００３質量％～０．０２質量％含まれ
る、請求項１に記載の光反射層。
【請求項３】
　前記第１の硬化性液晶組成物中の親水性基含有塗布性付与剤が、前記第１の硬化性液晶
組成物中の重合性液晶化合物に対して０．０３質量％～０．２質量％含まれる、請求項１
または２に記載の光反射層。
【請求項４】
　前記第１の液晶層上に積層され、第２の硬化性液晶組成物をコレステリック液晶相の状
態で硬化することによって固定してなる第２の液晶層を少なくとも１層以上有する、請求
項１～３のいずれか一項に記載の光反射層。
【請求項５】
　前記第２の硬化性液晶組成物が、重合性液晶化合物とフルオロアルキル基含有配向制御
剤と親水性基含有塗布性付与剤とを含む、請求項４に記載の光反射層。
【請求項６】
　前記第２の硬化性液晶組成物中のフルオロアルキル基含有配向制御剤が、前記第２の硬
化性液晶組成物中の重合性液晶化合物に対して０．００３質量％～０．０２質量％含まれ
る、請求項４または５に記載の光反射層。
【請求項７】
　前記第２の硬化性液晶組成物中の親水性基含有塗布性付与剤が、前記第２の硬化性液晶
組成物中の重合性液晶化合物に対して０．０３質量％～０．２質量％含まれる、請求項４
～６のいずれか一項に記載の光反射層。
【請求項８】
　前記親水性基含有塗布性付与剤が、アセチレングリコール系化合物である、請求項１～
７のいずれか一項に記載の光反射層。
【請求項９】
　選択反射特性が赤外光領域にある請求項１～８のいずれか１項に記載の光反射層。
【請求項１０】
　基板と、該基板上に配置された請求項１～９のいずれか１項に記載の前記光射層を含む
、光反射板。
【請求項１１】
　前記基板が、ポリマーフィルムである、請求項１０に記載の光反射板。
【請求項１２】
　選択反射特性が赤外光領域にある、請求項１０または１１に記載の光反射板。
【請求項１３】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の光反射層または請求項１０～１２のいずれか一項
に記載の光反射板と、
　前記光反射層または前記光反射板の少なくとも一方の最外層上に配置された中間膜シー
トと、を含む、ガラス用積層中間膜シート。
【請求項１４】
　前記光反射層または前記光反射板の双方の最外層上に、中間膜シートをそれぞれ有する
、請求項１３に記載のガラス用積層中間膜シート。
【請求項１５】
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　２枚のガラスと、
　該２枚のガラスの間に含まれる請求項１３または１４に記載のガラス用積層中間膜シー
トとを含む、合わせガラス。
【請求項１６】
　前記２枚のガラスのうち、少なくとも１枚は熱線吸収ガラスであり、該熱線吸収ガラス
が、標準Ａ光源での可視光透過率が８０～９０％の範囲にあり、かつ、標準Ａ光源を用い
て測定した主波長が４９５～５６０ｎｍの範囲にある、請求項１５に記載の合わせガラス
。
【請求項１７】
　請求項１０～１２のいずれか一項に記載の光反射板の一方の表面に、第１の中間膜シー
トを貼合して第１の積層体を得る第１の工程、及び、前記第１の積層体の前記第１の中間
膜シートが貼合されている表面の反対の側の表面に、第２の中間膜シートを貼合する第２
の工程を含む、合わせガラス用積層中間膜シートの製造方法。
【請求項１８】
　前記第１の工程において、前記光反射板と前記第１の中間膜シートとを貼合する工程と
同時またはその後に、前記光反射板に含まれる基板を前記第１の積層体から剥離する工程
と、前記第２の工程において、前記第２の中間膜シートを、前記第１の積層体の前記基板
を剥離した面に貼合する工程を含む、請求項１７に記載のガラス用積層中間膜シートの製
造方法。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の合わせガラス用積層中間膜シートを２枚のガラス板の間
に挟み込んでガラス板に挟持された積層体を製造する工程と、
　前記ガラス板に挟持された積層体を加熱しながら圧着する工程を含む、合わせガラスの
製造方法。
【請求項２０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の光反射層、請求項１０～１２のいずれか一項に記
載の光反射板、請求項１３もしくは１４に記載のガラス用積層中間膜シート、または請求
項１５もしくは１６に記載の合わせガラスを用いた、建造物用もしくは車両用の窓用部材
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコレステリック液晶相を固定してなる光反射層、該光反射層を複数有する光反
射板であって、主に建造物及び車両等の窓の遮熱に利用される光反射板に関する。また、
本発明は、前記光反射板から基板を除いた光反射層、前記光反射層または前記光反射板を
利用した光反射性合わせガラス用の積層中間膜シート、前記ガラス用積層中間膜シートを
用いた合わせガラス、およびそれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境・エネルギーへの関心の高まりから省エネに関する工業製品へのニーズは高
く、その一つとして住宅及び自動車等の窓ガラスの遮熱、つまり日光による熱負荷を減少
させるのに効果のある、ガラス及びフィルムが求められている。日光による熱負荷を減少
させるのには、太陽光スペクトルの可視光領域または赤外光領域のいずれかの太陽光線の
透過を防ぐことが必要である。
【０００３】
　断熱・遮熱性の高いエコガラスとしてよく用いられるのがＬｏｗ－Ｅペアガラスと呼ば
れる熱放射を遮断する特殊な金属膜をコーティングした複層ガラスである。特殊な金属膜
は、例えば特許文献１に開示された真空成膜法により複数層を積層することで作製できる
。真空成膜によって作製される、これらの特殊な金属膜のコーティングは反射性能に非常
に優れるものの、真空プロセスは生産性が低く、生産コストが高い。また、金属膜を使う
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と、電磁波を同時に遮蔽してしまうために携帯電話等の使用では電波障害を引き起こし、
自動車に使用した場合にはＥＴＣやＧＰＳ等が使えないなどの問題がある。
【０００４】
　遮熱フィルムとして、任意の支持体上にコレステリック液晶相を固定してなる液晶層を
設けた構成の選択波長反射フィルムが知られている。例えば、特許文献２には、所定の特
性の位相差フィルムと反射型円偏光板とを有する、赤外線に対する反射能を有する積層光
学フィルムが開示され、該位相差フィルムとして、コレステリック液晶相を利用した例が
開示されている。
　また、特許文献３には、可視光透過性サブストレートと赤外光反射性コレステリック液
晶層とを備えた赤外光反射性物品が開示されている。
【０００５】
　コレステリック液晶相を固定してなる液晶層を用いて光反射フィルムを作製する場合、
所望の反射波長帯域、反射性能を得るためには上記特許文献２にあるように複数層を積層
する方式が用いられる。コレステリック液晶層を積層する手段としては、特許文献４にあ
るように接着材を介して接着積層する方法や、特許文献５にあるようにスピンコート塗布
を繰返し行っていく方法がある。
【０００６】
　しかし、接着積層する方法では、粘着材を用いるため、光反射性能に寄与しない余計な
層が増え、光反射フィルムの厚みも増えてしまう。また、加工工程数も増え、生産コスト
も高くなる。
　スピンコート塗布を繰返し行っていく方法では、スピンコート塗布できるサイズや基板
に限界があり、多種多様なニーズに応えていくには限度がある。
【０００７】
　また、コレステリック液晶層を積層していく際、塗布性低下（ムラやハジキの発生）に
よるヘイズの悪化を抑制することが大きな課題となる。光反射性能を高めるために液晶層
の積層数を増やせば増やす程、ヘイズの値も大きくなってしまい、光反射フィルムとして
の品質を低下させてしまう。
　ここで、一般的に塗布性低下を改善する方法として、濡れ性付与剤を塗布液に添加する
方法が知られている。例えば特許文献６には、液晶形成能を有する二色性色素を含む等方
性溶液に、アセチレングリコール系化合物及びアセチレンアルコール系化合物からなる群
から選ばれる少なくとも１種の濡れ性付与剤を添加することで、耐屈曲性に優れた色素配
向膜を有する光学異方性フィルムを提供する方法が記載されている。しかしながら、特許
文献６には塗布液の表面側の液晶成分の配向を制御するための添加剤を添加した例は言及
されていなかった。
　また、特許文献７には、親水性のエチレンオキサイド構造を有するカイラル剤を使用し
たコレステリック液晶樹脂組成物により、さらに加熱しながら電圧を印加することで、液
晶の配向を変化させることができると記載されている。しかしながら、特許文献７には塗
布液の塗布性について何ら検討されていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６－２６３４８６号公報
【特許文献２】特許第４１０９９１４号公報
【特許文献３】特表２００９－５１４０２２号公報
【特許文献４】特開平９－３０４７７０号公報
【特許文献５】特許第３７４５２２１号公報
【特許文献６】特開２００９－７５１９７号公報
【特許文献７】特開２００６－２８２８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　従って、コレステリック液晶相を固定してなる光反射層を複数有する赤外光反射板につ
いて、安価で制約の少ない条件で製造ができ、積層をしていっても塗布性が維持されてヘ
イズの値が抑制されていることが求められていた。
　以上より、本発明が解決しようとする課題は、ヘイズの値が抑制され、遮熱性が高く、
光反射層の上にコレステリック液晶相を固定してなる光反射層を積層塗布するときの塗布
性を改善できる光反射層を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者がこれまで研究してきた結果、フルオロアルキル基含有配向制御剤を塗布液に
添加することで、コレステリック液晶相を固定してなる光反射層のヘイズ値を大幅に低減
することができ、遮熱性能も大幅に改善できることがわかってきている。しかしながら、
このようなフルオロアルキル基含有配向制御剤を用いた場合には積層時の塗布性は逆に悪
くなってしまう問題が生じており、ヘイズの値が抑制され、遮熱性が高いことと、塗布性
の両立は依然として困難であった。
　前記課題を解決するため、本発明者が鋭意検討した結果、フルオロアルキル基含有配向
制御剤を用いた積層塗布方式において、いったん塗布された膜の表面が、次に塗布される
塗布液に対して十分な濡れ性を有するように調整されていれば、積層を繰り返してもヘイ
ズが大きくなっていくことを抑制できることがわかった。この知見に基づき、重合性液晶
化合物とフルオロアルキル基含有配向制御剤と親水性基含有塗布性付与剤とを含む重合性
組成物を用いることにより、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　上記課題を解決するための手段は、以下の通りである。
［１］　第１の硬化性液晶組成物をコレステリック液晶相の状態で硬化することによって
固定してなる第１の液晶層を有し、前記第１の硬化性液晶組成物が重合性液晶化合物とフ
ルオロアルキル基含有配向制御剤と親水性基含有塗布性付与剤とを含むことを特徴とする
光反射層。
［２］　［１］に記載の光反射層は、前記第１の硬化性液晶組成物中のフルオロアルキル
基含有配向制御剤が、前記第１の硬化性液晶組成物中の重合性液晶化合物に対して０．０
０３質量％～０．０２質量％含まれることが好ましい。
［３］　［１］または［２］に記載の光反射層は、前記第１の硬化性液晶組成物中の親水
性基含有塗布性付与剤が、前記第１の硬化性液晶組成物中の重合性液晶化合物に対して０
．０３質量％～０．２質量％含まれることが好ましい。
［４］　［１］～［３］のいずれか一項に記載の光反射層は、前記第１の液晶層上に積層
され、第２の硬化性液晶組成物をコレステリック液晶相の状態で硬化することによって固
定してなる第２の液晶層を少なくとも１層以上有することが好ましい。
［５］　［４］に記載の光反射層は、前記第２の硬化性液晶組成物が、重合性液晶化合物
とフルオロアルキル基含有配向制御剤と親水性基含有塗布性付与剤とを含むことが好まし
い。
［６］　［４］または［５］に記載の光反射層は、前記第２の硬化性液晶組成物中のフル
オロアルキル基含有配向制御剤が、前記第２の硬化性液晶組成物中の重合性液晶化合物に
対して０．００３質量％～０．０２質量％含まれることが好ましい。
［７］　［４］～［６］のいずれか一項に記載の光反射層は、前記第２の硬化性液晶組成
物中の親水性基含有塗布性付与剤が、前記第２の硬化性液晶組成物中の重合性液晶化合物
に対して０．０３質量％～０．２質量％含まれることが好ましい。
［８］　［１］～［７］のいずれか一項に記載の光反射層は、前記親水性基含有塗布性付
与剤が、アセチレングリコール系化合物であることが好ましい。
［９］　［１］～［８］のいずれか１項に記載の光反射層は、選択反射特性が赤外光領域
にある。
［１０］　基板と、該基板上に配置された［１］～［９］のいずれか１項に記載の前記光



(6) JP 2013-200515 A 2013.10.3

10

20

30

40

50

射層を含む、光反射板。
［１１］　［１０］に記載の光反射板は、基板が、ポリマーフィルムであることが好まし
い。
［１２］　［１０］または［１１］に記載の光反射板は、選択反射特性が赤外光領域にあ
ることが好ましい。
［１３］　［１］～［９］のいずれか一項に記載の光反射層または［１０］～［１２］の
いずれか一項に記載の光反射板と、前記光反射層または前記光反射板の少なくとも一方の
最外層上に配置された中間膜シートと、を含む、ガラス用積層中間膜シート。
［１４］　［１３］に記載のガラス用積層中間膜シートは、前記光反射層または前記光反
射板の双方の最外層上に、中間膜シートをそれぞれ有することが好ましい。
［１５］　２枚のガラスと、該２枚のガラスの間に含まれる［１３］または［１４］に記
載のガラス用積層中間膜シートとを含む、合わせガラス。
［１６］　［１５］に記載の合わせガラスは、前記２枚のガラスのうち、少なくとも１枚
は熱線吸収ガラスであり、該熱線吸収ガラスが、標準Ａ光源での可視光透過率が８０～９
０％の範囲にあり、かつ、標準Ａ光源を用いて測定した主波長が４９５～５６０ｎｍの範
囲にあることが好ましい。
［１７］　［１０］～［１２］のいずれか一項に記載の光反射板の一方の表面に、第１の
中間膜シートを貼合して第１の積層体を得る第１の工程、及び、前記第１の積層体の前記
第１の中間膜シートが貼合されている表面の反対の側の表面に、第２の中間膜シートを貼
合する第２の工程を含む、合わせガラス用積層中間膜シートの製造方法。
［１８］　［１７］に記載のガラス用積層中間膜シートの製造方法は、前記第１の工程に
おいて、前記光反射板と前記第１の中間膜シートとを貼合する工程と同時またはその後に
、前記光反射板に含まれる基板を前記第１の積層体から剥離する工程と、前記第２の工程
において、前記第２の中間膜シートを、前記第１の積層体の前記基板を剥離した面に貼合
する工程を含むことが好ましい。
［１９］　［１７］または［１８］に記載の合わせガラス用積層中間膜シートを２枚のガ
ラス板の間に挟み込んでガラス板に挟持された積層体を製造する工程と、前記ガラス板に
挟持された積層体を加熱しながら圧着する工程を含む、合わせガラスの製造方法。
［２０］　［１］～［９］のいずれか一項に記載の光反射層、［１０］～［１２］のいず
れか一項に記載の光反射板、［１３］もしくは［１４］に記載のガラス用積層中間膜シー
ト、または［１５］もしくは［１６］に記載の合わせガラスを用いた、建造物用もしくは
車両用の窓用部材。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ヘイズの値が抑制され、遮熱性が高く、光反射層の上にコレステリッ
ク液晶相を固定してなる光反射層を積層塗布するときの塗布性を改善できる光反射層を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の光反射板の一例の断面図である。
【図２】本発明の光反射板の一例の断面図である。
【図３】本発明の合わせガラス用積層中間膜シートの一例の断面図である。
【図４】本発明の合わせガラス用積層中間膜シートの一例の断面図である。
【図５】本発明の合わせガラス用積層中間膜シートの一例の断面図である。
【図６】本発明の合わせガラスの一例の断面図である。
【図７】本発明の合わせガラスの一例の断面図である。
【図８】本発明の合わせガラスの一例の断面図である。
【図９】太陽光エネルギーの強度分布を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　以下、本発明について詳細に説明する。以下に記載する構成要件の説明は、本発明の代
表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明はそのような実施態様に限定さ
れるものではない。なお、本明細書において「～」を用いて表される数値範囲は、「～」
の前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。なお、本明細書
中、ガラス板に挟持された積層体とは、ガラス板／中間膜／光反射層（または光反射板）
／中間膜／ガラス板の順に積層されたものであり、かつ、加熱しながら圧着される前のも
ののことを言う。また、合わせガラスとは、前記ガラス板に挟持された積層体を加熱しな
がら圧着したもののことを言う。
【００１５】
　また、本明細書において、コレステリック液晶相を固定してなる層の屈折率異方性Δｎ
は、以下の通り定義される。
　本明細書においては、コレステリック液晶相を固定して形成される層の屈折率異方性Δ
ｎは、選択反射特性を示す波長（具体的には、波長１０００ｎｍ近傍）でのΔｎを意味す
る。具体的には、まず、サンプルとして、螺旋軸を膜面に対して均一に配向させたコレス
テリック液晶相を固定した層を配向処理した、若しくは配向膜を付与した基板（ガラス、
フィルム）上に形成する。当該層の選択反射を測定し、そのピーク幅Ｈｗを求める。また
、サンプルの螺旋ピッチｐを別途測定する。螺旋ピッチは、断面ＴＥＭ観察することによ
って測定可能である。これらの値を以下の式に代入することで、サンプルの屈折率異方性
Δｎを求めることができる。
　　Δｎ＝Ｈｗ／ｐ
【００１６】
　また、本明細書中、「反射中心波長」とは、正面方向（実質は、正面から５°以内の方
向）から測定した反射スペクトルの最大のピークを示す波長のことを言う。
　また、本明細書中、各層の「反射中心波長が（互いに）実質的に等しい」については、
本発明が属する技術分野において一般的に許容される誤差も考慮されることは勿論である
。一般的には、反射中心波長については±３０ｎｍ程度の差があっても実質的に等しいと
みなされ、±２０ｎｍ以内の差であることが好ましく、±１０ｎｍ以内の差であることが
より好ましい。
【００１７】
［光反射層、光反射板］
　本発明の光反射層は、第１の硬化性液晶組成物をコレステリック液晶相の状態で硬化す
ることによって固定してなる第１の液晶層を有し、前記第１の硬化性液晶組成物が重合性
液晶化合物とフルオロアルキル基含有配向制御剤と親水性基含有塗布性付与剤とを含むこ
とを特徴とすることを特徴とする。本発明の光反射層は、反射中心波長が赤外光領域とな
る赤外光反射積層体であることが好ましい。
　また、本発明の光反射板は、基板と、該基板上に配置された本発明の光反射層を含むこ
とを特徴とする。
【００１８】
　本発明の光反射板は、合わせガラス等の他の支持部材に一体化させて用いられてもよい
。その際に、光反射層とともに基板も、他の支持部材と一体化してもよいし、基板を剥離
して、光反射層を支持部材と一体化してもよい。すなわち、本発明の光反射層は、基板を
含んでいても、含んでいなくてもよく、例えば合わせガラスの間に、２枚の合わせガラス
用中間膜で挟まれた、基板を含まない光反射層も、本発明に含まれる。
　以下、本発明の好ましい態様について説明する。なお、本発明の光反射板と本発明の光
反射層に共通する点については、本発明の光反射板の説明に記載する。
【００１９】
＜光反射層、光反射板の構成＞
　以下、図面を用いて、本発明の光反射層および光反射板の好ましい実施形態について説
明する。
【００２０】
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（２層の光反射層を有する態様）
　図１に示す光反射板は、基板１２の一方の表面に、それぞれ、コレステリック液晶相を
固定してなる光反射層Ｘ１（以下、光反射層１４ａとも言う）、光反射層Ｘ２（以下、光
反射層１４ｂとも言う）を有する。ただし、本発明においては、光反射層１４ａ、１４ｂ
の積層順は、特に限定されるものではなく、図１の記載される順番以外の積層順の光反射
板も本発明に含まれる。
【００２１】
　光反射層１４ａ、１４ｂは、コレステリック液晶相を固定してなる層であるので、当該
コレステリック液晶相の螺旋ピッチに基づいて、特定の波長の光を反射する光選択反射性
を示す。本発明の１つの実施形態では、隣接する光反射層１４ａと１４ｂは、それぞれの
コレステリック液晶相の螺旋方向が互いに逆であるとともに、それらの反射中心波長λ1

とλ1’が実質的に等しい
【００２２】
（３の光反射層を有する態様）
　図２に、本発明の他の実施態様の光反射板の断面図を示す。図２に示す光反射板１０’
は、基板１２の一方の表面に、光反射層Ｘ１（光反射層１４ａ）、光反射層Ｘ２（光反射
層１４ｂ）及び光反射層Ｘ３（以下、光反射層１６とも言う）を有する。ここで、光反射
層１６の反射中心波長λ3は、光反射層１４ａと１４ｂの反射中心波長λ1とλ1’とは異
なる。光反射層１４ａ、１４ｂ、１６の積層順は、特に限定されるものではなく、図２の
記載される順番以外の積層順の光反射板も本発明に含まれるが、光反射板として遮熱性能
を重視する場合には光反射層１４ａ、１４ｂを隣接させるように配置するのが好ましい。
【００２３】
（その他の態様）
　本発明の光反射板のコレステリック液晶層の態様は、図１及び図２に示す態様に限定さ
れるものではない。基板の一方の表面上に、３層以上光反射層が積層した構成であっても
よいし、また、基板の双方の表面上に、２層以上ずつ光反射層が積層した構成であっても
よい。
　また、基板の一方の表面上に、１層のみの光反射層が積層した構成であってもよい。
【００２４】
　また、本発明の光反射板は、反射波長をより広帯域化することを目的として、他の光反
射板と組み合わせて用いても勿論よい。また、コレステリック液晶相の選択反射特性以外
の原理により所定の波長の光を反射する光反射層を有していてもよい。組合せ可能な部材
としては、特表平４－５０４５５５号公報に記載の複合膜及びそれを構成している各層、
並びに特表２００８－５４５５５６号公報に記載の多層ラミネート等が挙げられる。
【００２５】
＜各層の材料＞
　次に、本発明の光反射板の作製に用いられる材料など好ましい例について詳細に説明す
る。
１．光反射層形成用材料
　本発明の光反射板では、各光反射層の形成に、硬化性液晶組成物を用いる。前記硬化性
液晶組成物の好ましい一例は、重合性液晶化合物とフルオロアルキル基含有配向制御剤と
親水性基含有塗布性付与剤を含有する態様であり、さらに、光学活性化合物（キラル剤）
、及び重合開始剤を含有する態様がより好ましい。各成分を２種以上含んでいてもよい。
例えば、重合性の液晶化合物と非重合性の液晶化合物との併用が可能である。また、低分
子液晶化合物と高分子液晶化合物との併用も可能である。更に、配向の均一性や塗布適性
、膜強度を向上させるために、ムラ防止剤、ハジキ防止剤、及び重合性モノマー等の種々
の添加剤から選ばれる少なくとも１種を含有していてもよい。また、前記液晶組成物中に
は、必要に応じて、さらに重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、色材、
金属酸化物微粒子等を、光学的性能を低下させない範囲で添加することができる。
【００２６】
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（１）　重合性液晶化合物
　本発明に使用可能な重合性液晶化合物は、いわゆる棒状液晶化合物であっても、円盤状
液晶化合物であってもよく、特に限定されない。その中でも、棒状液晶化合物であること
が好ましい。
【００２７】
　ディスコティック液晶性分子は、様々な文献（Ｃ.  Ｄｅｓｔｒａｄｅ　ｅｔ　ａｌ．
，　Ｍｏｌ．　Ｃｒｙｓｒ．　Ｌｉｑ．　Ｃｒｙｓｔ．，　ｖｏｌ．　７１，　ｐａｇｅ
　１１１　（１９８１）　；日本化学会編、季刊化学総説、Ｎｏ．２２、液晶の化学、第
５章、第１０章第２節（１９９４）；Ｂ．　Ｋｏｈｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎｇｅｗ．
　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　Ｃｈｅｍ．　Ｃｏｍｍ．，　ｐａｇｅ　１７９４　(１９８５
）;Ｊ．　Ｚｈａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｍ．Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．，　ｖｏｌ
．　１１６，　ｐａｇｅ　２６５５　(１９９４））に記載されている。ディスコティッ
ク液晶性分子の重合については、特開平８－２７２８４公報に記載されている。ディスコ
ティック液晶性分子を重合により固定するためには、ディスコティック液晶性分子の円盤
状コアに、置換基として重合性基を結合させる必要がある。ただし、円盤状コアに重合性
基を直結させると、重合反応において配向状態を保つことが困難になる。そこで、円盤状
コアと重合性基との間に、連結基を導入する。従って、重合性基を有するディスコティッ
ク液晶性分子は、下記式で表わされる化合物であることが好ましい。
　Ｄ（－Ｌ－Ｑ）d

　上式中、Ｄは円盤状コアであり；Ｌは二価の連結基であり；Ｑは重合性基であり；ｄは
４～１２の整数である。上記式の円盤状コア（Ｄ）の具体例を以下に示す。
　以下の各具体例において、ＬＱ（またはＱＬ）は、二価の連結基（Ｌ）と重合性基（Ｑ
）との組み合わせを意味する。以下の具体例の中では、トリフェニレン（Ｄ４）が特に好
ましい。
【００２８】
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【化３】

【００３１】
　連結基Ｌや重合性基Ｑの詳細や好ましい範囲については、特開２００２－１２９１６２
号公報の［０１６１］～［０１７１］を参照することができる。
【００３２】
　前記棒状液晶分子としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフェニル類、シアノ
フェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル
類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置
換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類およびアルケニルシクロヘキ
シルベンゾニトリル類が好ましく用いられる。
【００３３】
　前記棒状液晶分子の複屈折率は、０．００１～０．７であることが好ましい。重合性基
の具体例については、特開２００２－１２９１６２号公報の［０１６９］を参照すること
ができる。棒状液晶性分子は、短軸方向に対してほぼ対称となる分子構造を有することが
好ましい。そのためには、棒状分子構造の両端に重合性基を有することが好ましい。
【００３４】
　前記重合性液晶分子として、下記一般式（Ｉａ）で表される化合物も好ましい。
一般式（Ｉａ）
Ｚ1－Ｙ1－Ａ1－Ｙ3－Ｍ1－Ｙ4－Ａ2－Ｙ2－Ｚ2

（一般式（Ｉａ）中、Ｚ1、Ｚ2はそれぞれ独立に重合性基を表し、Ａ1、Ａ2はそれぞれ独
立に原子連結鎖長１～３０のスペーサー（但し、該スペーサーはアルキレン基、または、
複数のアルキレン基が－Ｏ－、－ＣＯ－を介して結合した連結基を表す）を表し、Ｍ1は
（－Ｔ1－Ｙ8）n－Ｔ2－を表し、ｎは自然数を表し、ｎが２以上の場合は複数の（－Ｔ1
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－Ｙ8）は互いに同一であっても異なっていてもよく、Ｔ1およびＴ2はそれぞれ独立に飽
和もしくは不飽和の炭化水素環、または、飽和もしくは不飽和の複素環（但し、該炭化水
素環および該複素環は、アルキル基またはアルコキシ基を有していてもよい）を表し、Ｙ
1、Ｙ2、Ｙ3、Ｙ4、Ｙ8はそれぞれ独立に単結合、－Ｏ－、－ＣＯ－、－Ｏ－ＣＯ－、－
ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－を表す。）
【００３５】
（Ｚ1、Ｚ2）
　前記一般式（Ｉａ）中、Ｚ1、Ｚ2はそれぞれ独立に重合性基を表す。
　重合可能な基Ｚ1～Ｚ2としては、架橋成分Ｙ1～Ｙ8と関連して、例えば
【００３６】
【化４】

【００３７】
〔式中、Ｙは、架橋成分Ｙ1～Ｙ8の定義、すなわち、化学的単結合、酸素、硫黄、－Ｏ－
ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＯ－ＮＲ－、－ＮＲ－ＣＯ－、－Ｏ－Ｃ
Ｏ－ＮＲ－、－ＮＲ－ＣＯ－Ｏ－または－ＮＲ－ＣＯ－ＮＲ－を表し、かつＲは、水素ま
たはＣ1～Ｃ4－アルキル、すなわちメチル、エチル、ｎ－プロピル、ｉ－プロピル、ｎ－
ブチル、ｉ－ブチル、ｓｅｃ－ブチルおよびｔ－ブチルであり、またＹ’は化学的単結合
を表す（以下では、重合可能な基Ｚ1～Ｚ2は架橋成分Ｙ1～Ｙ8と関連して、重合可能な単
位としてならびにＺ－Ｙおよび／またはＺ－Ｙ’として表す）］が該当する。
【００３８】
　これらの重合可能な単位の中で、シアナートは自発的にシアヌラートに三量体化できる
。マレインイミド基は、殊に、スチリル基を重合可能な基として有する式Ｉａおよび／ま
たはＩｂの液晶性化合物とラジカル共重合のために適する。
【００３９】
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　エポキシド基、オキセタン基、カルボキシル基、スルホン酸基、チイラン基、アジリジ
ン基、イソシアナート基およびイソチオシアナート基を有する式Ｉａおよび／またはＩｂ
の化合物は、重合のために、相補的反応性単位を有する別の化合物を必要とする。すなわ
ち例えば、適当なイソシアナートは、アルコールと一緒にウレタンに、またアミンと一緒
では尿素誘導体に重合できる。同様なことは、相当するチイランおよびアジリジンにも該
当する。
【００４０】
　相補的反応性単位は、式Ｉａ類似の液晶性化合物から構成される液晶性化合物中に含ま
れることができる。しかし、基Ｚ1－Ｙ1－、Ｚ2－Ｙ2－の代わりに、これらの化合物は、
例えばヒドロキシル基、メルカプト基またはＮＨＲ基を含み、ここで最後者のＲは水素ま
たは例えばＣ1～Ｃ4－アルキルの意味を有する。さらに、相補的反応性単位は、液晶性物
質混合物内に持ち込まれる補助化合物内に含まれることもできる。
【００４１】
　前記一般式（Ｉａ）中、Ａ1、Ａ2はそれぞれ独立に原子連結鎖長１～３０のスペーサー
（但し、該スペーサーはアルキレン基、または、複数のアルキレン基が－Ｏ－、－ＣＯ－
を介して結合した連結基を表す）を表す。
　Ａ1、Ａ2はそれぞれ独立に原子連結鎖長１～１２のスペーサーであることが好ましい。
Ａ1、Ａ2はそれぞれ独立に炭素原子１～１２のスペーサー（但し、該スペーサーは無置換
のアルキレン基）であることがより好ましく、炭素原子２～８のスペーサー（但し、該ス
ペーサーは無置換のアルキレン基）であることが特に好ましい。
　スペーサーＡ1およびＡ2は、通常、炭素原子１～３０、有利には１～１２個を有し、主
として線状脂肪族基から成る。さらに炭素鎖は、１個またはそれ以上のメチル、フッ素、
塩素または臭素で置換されるかおよび／またはエーテル官能基内の酸素、チオエーテル官
能基内の硫黄によりまたは非隣接のイミノ基またはＣ1～Ｃ4－アルキルイミノ基で中断さ
れることができる。Ｃ1～Ｃ4－アルキル基として、後者に対してメチル、エチル、ｎ－プ
ロピル、ｉ－プロピル、ｎ－ブチル、ｉ－ブチル、ｓｅｃ－ブチルおよびｔ－ブチルが該
当する。
【００４２】
　代表的なスペーサーは、例えば
【００４３】
【化５】

【００４４】
〔式中、ｐは１～３０の整数、有利には１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１
１または１２、かつｍは１～１４の整数、有利には１、２または３をとる〕である。
【００４５】
　前記一般式（Ｉａ）中、Ｍ1は（－Ｔ1－Ｙ8）n－Ｔ2－を表す。
　ｎは自然数を表し、ｎが２以上の場合は複数の（－Ｔ1－Ｙ8）は互いに同一であっても
異なっていてもよい。
　前記一般式（Ｉａ）におけるＭ1の表すｎは１～５であることが好ましく、２～５であ
ることがより好ましく、２～４であることが特に好ましく、３または４であることがより
特に好ましく、３であることがよりさらに特に好ましい。
【００４６】
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　基Ｔ1およびＴ2は、可能な範囲内で、Ｃ1～Ｃ20－アルキル、Ｃ1～Ｃ20－アルコキシ、
Ｃ1～Ｃ20－アルコキシカルボニル、Ｃ1～Ｃ20－モノアルキルアミノカルボニル、Ｃ1～
Ｃ20－アルキルカルボニル、Ｃ1～Ｃ20－アルキルアミノカルボニルオキシ、Ｃ1～Ｃ20－
アルキルカルボニルアミノ、ホルミル、ハロゲン、シアノ、ヒドロキシまたはニトロから
成る群から選ばれる３個までの同じかまたは異なる置換を有することができる。しかし、
置換基Ｔ1および／またはＴ2は、一回置換が有利である。
【００４７】
　殊には、基Ｔ1およびＴ2として、
【００４８】
【化６】

【００４９】
が該当する。
【００５０】
　殊に有利には、メソゲン基Ｍ1およびＭ2がそれぞれ独立に次式
【００５１】
【化７】

【００５２】
であり、ここでそれぞれの環Ｚは互いに独立に、Ｃ1～Ｃ20－アルキル、Ｃ1～Ｃ20－アル
コキシ、Ｃ1～Ｃ20－アルコキシカルボニル、Ｃ1～Ｃ20－モノアルキルアミノカルボニル
、Ｃ1～Ｃ20－アルキルカルボニル、Ｃ1～Ｃ20－アルキルカルボニルオキシ、Ｃ1～Ｃ20
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ら成る群から選ばれる３個までの同じかまたは異なる置換基を有することができる。
【００５３】
　芳香族環Ｚのための有利な置換基は、フッ素、塩素、臭素、シアノ、ホルミル、ヒドロ
キシ、短鎖脂肪族基（炭素数１～４であることが好ましく、例えばメチル、エチル、ｎ－
プロピル、ｉ－プロピル、ｎ－ブチル、ｉ－ブチル、ｔ－ブチル）ならびにこれらのアル
キル基を含むアルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アルキルカルボニル基、アルキル
カルボニルオキシ基、アルキルカルボニルアミノ基およびモノアルキルアミノカルボニル
基である。
【００５４】
　殊に有利なＭ1のベンゼン環Ｚは、有利には下記の置換パターンを有するか、
【００５５】
【化８】

【００５６】
またはＣｌの代わりにＦ、Ｂｒ、アルキル基（好ましくは炭素数１～４のアルキル基、よ
り好ましくはＣＨ3）、アルコキシ基（好ましくは炭素数１～４のアルコキシ基、より好
ましくはＯＣＨ3）、ＣＨＯ、ＣＯＣＨ3、ＯＣＯＣＨ3またはＣＮを用いて同様に置換さ
れており、その際置換基も混合して存在することができる。さらに構造
【００５７】

【化９】

【００５８】
も好ましく挙げられ、ここでｓは２～２０の整数、有利には８、９、１０、１１、１２、
１３、１４または１５をとる。
【００５９】
　より殊に有利なＭ1のベンゼン環Ｚの置換基は下記である。
【００６０】
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【化１０】

【００６１】
　前記一般式（Ｉａ）で表される化合物が、前記Ｔ1およびＴ2の表す炭化水素環および該
複素環のうち少なくとも１つの炭化水素環または該複素環がアルキル基またはアルコキシ
基を有す化合物であることが好ましい。
　その中でも、前記一般式（Ｉａ）で表される化合物が、前記Ｔ1およびＴ2の表す炭化水
素環および該複素環のうち１つの炭化水素環または該複素環がアルキル基またはアルコキ
シ基を有す化合物であることが好ましく、１つの炭化水素環がアルキル基（好ましくは炭
素数１～４のアルキル基、より好ましくはＣＨ3）またはアルコキシ基（好ましくは炭素
数１～４のアルコキシ基、より好ましくはＯＣＨ3）を有す化合物であることがより好ま
しく、１つの炭化水素環または該複素環がアルキル基を有す化合物であることが特に好ま
しい。
　また、前記一般式（Ｉａ）で表される化合物がＭ1に含まれるｎが３である場合、炭化
水素環および該複素環のうち中央の１つの炭化水素環または該複素環がアルキル基または
アルコキシ基を有す化合物であることが好ましく、より好ましい範囲は上記と同様である
。
【００６２】
（Ｙ1、Ｙ2、Ｙ3、Ｙ4およびＹ8）
　前記一般式（Ｉａ）中、Ｙ1、Ｙ2、Ｙ3、Ｙ4およびＹ8はそれぞれ独立に単結合、－Ｏ
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　有利には、式（Ｉａ）の化合物中で、Ｙ1～Ｙ4ならびに場合によりＹ8は、たがいに独
立して酸素、－Ｏ－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－または－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－を表す。
【００６３】
　有利には、液晶性物質混合物およびその有利な実施態様形は、重合可能な単位Ｚ1－Ｙ1

－、Ｚ2－Ｙ2－が、メタクリロイルオキシ、アクリロイルオキシおよびビニルオキシから
成る群から選ばれる式（Ｉａ）の化合物を含む。
【００６４】
　以下に、前記一般式（Ｉａ）で表される化合物の具体例を示す。ただし、本発明で採用
することができる前記一般式（Ｉａ）で表される化合物は、下記の具体例によって限定的
に解釈されるべきものではない。
【００６５】
【化１１】

【００６６】
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【００６７】
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【００６９】
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【化１５】

【００７０】
（２）　光学活性化合物（キラル剤）
　前記液晶組成物は、コレステリック液晶相を示すものであり、そのためには、光学活性
化合物を含有しているのが好ましい。但し、上記棒状液晶化合物が不斉炭素原子を有する
分子である場合には、光学活性化合物を添加しなくても、コレステリック液晶相を安定的
に形成可能である場合もある。前記光学活性化合物は、公知の種々のキラル剤（例えば、
液晶デバイスハンドブック、第３章４－３項、ＴＮ、ＳＴＮ用カイラル剤、１９９頁、日
本学術振興会第１４２委員会編、１９８９に記載）から選択することができる。光学活性
化合物は、一般に不斉炭素原子を含むが、不斉炭素原子を含まない軸性不斉化合物あるい
は面性不斉化合物もカイラル剤として用いることができる。軸性不斉化合物または面性不
斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファンおよびこれらの誘導体が含
まれる。光学活性化合物（キラル剤）は、重合性基を有していてもよい。光学活性化合物
が重合性基を有するとともに、併用する棒状液晶化合物も重合性基を有する場合は、重合
性光学活性化合物と重合性棒状液晶合物との重合反応により、棒状液晶化合物から誘導さ
れる繰り返し単位と、光学活性化合物から誘導される繰り返し単位とを有するポリマーを
形成することができる。この態様では、重合性光学活性化合物が有する重合性基は、重合
性棒状液晶化合物が有する重合性基と、同種の基であることが好ましい。従って、光学活
性化合物の重合性基も、不飽和重合性基、エポキシ基又はアジリジニル基であることが好
ましく、不飽和重合性基であることがさらに好ましく、エチレン性不飽和重合性基である
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ことが特に好ましい。
　また、光学活性化合物は、液晶化合物であってもよい。
【００７１】
　前記液晶組成物中の光学活性化合物は、併用される液晶化合物に対して、１～３０モル
％であることが好ましい。光学活性化合物の使用量は、より少なくした方が液晶性に影響
を及ぼさないことが多いため好まれる。従って、キラル剤として用いられる光学活性化合
物は、少量でも所望の螺旋ピッチの捩れ配向を達成可能なように、強い捩り力のある化合
物が好ましい。この様な、強い捩れ力を示すキラル剤としては、例えば、特開２００３－
２８７６２３号公報に記載のキラル剤が挙げられ、本発明に好ましく用いることができる
。
【００７２】
（３）　重合開始剤
　前記光反射層の形成に用いる重合性液晶組成物は、重合開始剤を含有しているのが好ま
しい。本発明では、紫外線照射により硬化反応を進行させることが好ましいので、使用す
る重合開始剤は、紫外線照射によって重合反応を開始可能な光重合開始剤であるのが好ま
しい。光重合開始剤の例には、α－カルボニル化合物（米国特許第２３６７６６１号、同
２３６７６７０号の各明細書記載）、アシロインエーテル（米国特許第２４４８８２８号
明細書記載）、α－炭化水素置換芳香族アシロイン化合物（米国特許第２７２２５１２号
明細書記載）、多核キノン化合物（米国特許第３０４６１２７号、同２９５１７５８号の
各明細書記載）、トリアリールイミダゾールダイマーとｐ－アミノフェニルケトンとの組
み合わせ（米国特許第３５４９３６７号明細書記載）、アクリジン及びフェナジン化合物
（特開昭６０－１０５６６７号公報、米国特許第４２３９８５０号明細書記載）及びオキ
サジアゾール化合物（米国特許第４２１２９７０号明細書記載）等が挙げられる。
【００７３】
　光重合開始剤の使用量は、液晶組成物（塗布液の場合は固形分）の０．１～２０質量％
であることが好ましく、１～８質量％であることがさらに好ましい。
【００７４】
（４）　フルオロアルキル基含有配向制御剤
　本発明におけるフルオロアルキル基含有配向制御剤は、下記一般式（Ｉ）で表されるこ
とが好ましい。下記一般式（Ｉ）の化合物は二価の基を中心に有し、末端にフルオロアル
キル基を有することを特徴とする。末端にフルオロアルキル基を有する化合物は配向促進
剤として効果的であるが、さらに、二価の基を中心に連結部位を調節することにより、液
晶組成物への溶解性が向上しており、ヘイズ抑制の効果が得られている。また、重合で効
果可能であることから、光学部材等の種々の用途に有用である。なお、その中でも本発明
におけるフルオロアルキル基含有配向制御剤は、パーフルオロアルキル基含有配向制御剤
であることが好ましい。
【００７５】
【化１６】

【００７６】
　一般式（Ｉ）において、Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3、Ｌ4、Ｌ5、Ｌ6はおのおの独立して単結合、－
Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＯＳ－、－ＳＣＯ－、－ＮＲＣ
Ｏ－、－ＣＯＮＲ－（一般式（Ｉ）中におけるＲは水素原子または炭素数が１～６のアル
キル基を表す）を表し、－ＮＲＣＯ－、－ＣＯＮＲ－は溶解性を減ずる効果があり、膜作
成時にヘイズ値が上昇する傾向があることからより好ましくは－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－
、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＯＳ－、－ＳＣＯ－であり、化合物の安定性の観点から
さらに好ましくは－Ｏ－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－である。上記のＲがとりう
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より好ましく、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基を例示することができる。
【００７７】
　Ｓｐ1、Ｓｐ2、Ｓｐ3、Ｓｐ4はそれぞれ独立して単結合または炭素数１～１０のアルキ
レン基を表し、より好ましくは単結合または炭素数１～７のアルキレン基であり、さらに
好ましくは単結合または炭素数１～４のアルキレン基である。但し、該アルキレン基の水
素原子はフッ素原子で置換されていてもよい。アルキレン基には、分枝があっても無くて
もよいが、好ましいのは分枝がない直鎖のアルキレン基である。合成上の観点からは、Ｓ
ｐ1とＳｐ4が同一であり、かつ、Ｓｐ2とＳｐ3が同一であることが好ましい。
【００７８】
　Ａ1、Ａ2は３価または４価の芳香族炭化水素である。３価または４価の芳香族炭化水素
基の炭素数は６～２２であることが好ましく、６～１４であることがより好ましく、６～
１０であることがさらに好ましく、６であることがさらにより好ましい。Ａ1、Ａ2で表さ
れる３価または４価の芳香族炭化水素基は置換基を有していてもよい。そのような置換基
の例として、炭素数１～８のアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、シアノ基または
エステル基を挙げることができる。これらの基の説明と好ましい範囲については、下記の
Ｔの対応する記載を参照することができる。Ａ1、Ａ2で表される３価または４価の芳香族
炭化水素基に対する置換基としては、例えばメチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ
基、臭素原子、塩素原子、シアノ基などを挙げることができる。フルオロアルキル部分を
分子内に多く有する分子は、少ない添加量で液晶を配向させることができ、ヘイズ低下に
つながることから、分子内にフルオロアルキル基を多く有するようにＡ1、Ａ2は４価であ
ることが好ましい。合成上の観点からは、Ａ1とＡ2は同一であることが好ましい。
【００７９】
　Ｔは
【化１７】

で表される二価の基または二価の芳香族複素環基を表す（Ｘは炭素数１～８のアルキル基
、アルコキシ基、ハロゲン原子、シアノ基またはエステル基を表し、Ｙａ、Ｙｂ、Ｙｃ、
Ｙｄはおのおの独立して水素原子または炭素数１～４のアルキル基を表す）であり、より
好ましくは
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【化１８】

であり、さらに好ましくは

【化１９】

であり、よりさらに好ましくは、
【化２０】

である。
　Ｘがとりうるアルキル基の炭素数は１～８であり、１～５であることが好ましく、１～
３であることがより好ましい。アルキル基は、直鎖状、分枝状、環状のいずれであっても
よく、直鎖状または分枝状であることが好ましい。好ましいアルキル基として、メチル基
、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基などを例示することができ、その中でもメ
チル基が好ましい。Ｘがとりうるアルコキシ基のアルキル部分については、Ｘがとりうる
アルキル基の説明と好ましい範囲を参照することができる。Ｘがとりうるハロゲン原子と
しては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができ、塩素原子、
臭素原子が好ましい。Ｘがとりうるエステル基としては、Ｒ’ＣＯＯ－で表される基を例
示することができる。Ｒ’としては炭素数１～８のアルキル基を挙げることができる。Ｒ
’がとりうるアルキル基の説明と好ましい範囲については、上記のＸがとりうるアルキル
基の説明と好ましい範囲を参照することができる。エステルの具体例として、ＣＨ3ＣＯ
Ｏ－、Ｃ2Ｈ5ＣＯＯ－を挙げることができる。Ｙａ、Ｙｂ、Ｙｃ、Ｙｄがとりうる炭素数
１～４のアルキル基は、直鎖状であっても分枝状であってもよい。例えば、メチル基、エ
チル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基などを例示することができる。
　前記二価の芳香族複素環基は、５員、６員または７員の複素環を有することが好ましい
。５員環または６員環がさらに好ましく、６員環が最も好ましい。複素環を構成する複素
原子としては、窒素原子、酸素原子および硫黄原子が好ましい。複素環は、芳香族性複素
環であることが好ましい。芳香族性複素環は、一般に不飽和複素環である。最多二重結合
を有する不飽和複素環がさらに好ましい。複素環の例には、フラン環、チオフェン環、ピ
ロール環、ピロリン環、ピロリジン環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾー
ル環、イソチアゾール環、イミダゾール環、イミダゾリン環、イミダゾリジン環、ピラゾ
ール環、ピラゾリン環、ピラゾリジン環、トリアゾール環、フラザン環、テトラゾール環
、ピラン環、チイン環、ピリジン環、ピペリジン環、オキサジン環、モルホリン環、チア
ジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、ピペラジン環およびトリアジン環が
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含まれる。二価の複素環基は置換基を有していてもよい。そのような置換基の例の説明と
好ましい範囲については、上記のＡ1とＡ2の３価または４価の芳香族炭化水素が取り得る
置換基に関する説明と記載を参照することができる。
【００８０】
　Ｈｂは炭素数２～３０のフルオロアルキル基（なお、フルオロアルキル基の中では、パ
ーフロオロアルキレン基の末端に－ＣＦ2－Ｈが結合した構造が好ましい）を表し、炭素
数２～３０のパーフルオロアルキル基であることが好ましく、より好ましくは炭素数３～
２０のパーフルオロアルキル基であり、さらに好ましくは３～１０のパーフルオロアルキ
ル基である。フルオロアルキル基は、直鎖状、分枝状、環状のいずれであってもよいが、
直鎖状または分枝状であるものが好ましく、直鎖状であることがより好ましい。
【００８１】
　ｍ、ｎはそれぞれ独立に２または３であり、このとき複数存在する括弧内の構造は互い
に同一であっても異なっていてもよいが、互いに同一であることが好ましい。一般式（Ｉ
）のｍ、ｎは、前記のＡ1、Ａ2の価数によって定まり、好ましい範囲もＡ1、Ａ2の価数の
好ましい範囲によって定まる。従来知られていた及びｎが１の化合物に比べ、本発明のｍ
およびｎが２または３である化合物が、添加量が少なくても顕著にヘイズ低下性能が良い
のは、いかなる理論に拘泥するものでもないが、化合物中のフッ素含有量に起因すると推
測される。
　ｏ、ｐはそれぞれ独立に０以上の整数であり、ｏおよびｐが２以上であるとき複数のＸ
は互いに同一であっても異なっていてもよい。ｏは１または２であることが好ましい。ｐ
は１～４のいずれかの整数であることが好ましく、１または２であることがより好ましい
。
【００８２】
　一般式（Ｉ）で表される化合物は、分子構造が対称性を有するものであってもよいし、
対称性を有しないものであってもよい。なお、ここでいう対称性とは、点対称、線対称、
回転対称のいずれかに該当するものを意味し、非対称とは点対称、線対称、回転対称のい
ずれにも該当しないものを意味する。
【００８３】
　一般式（Ｉ）で表される化合物は、以上述べたフルオロアルキル基（Ｈｂ）、連結基－
（－Ｓｐ1－Ｌ1－Ｓｐ2－Ｌ2）m－Ａ1－Ｌ3－および－Ｌ4－Ａ2－（Ｌ5－Ｓｐ3－Ｌ6－Ｓ
ｐ4－）n－、ならびに好ましくは排除体積効果を持つ２価の基であるＴを組み合わせた化
合物である。分子内に２つ存在するフルオロアルキル基（Ｈｂ）は互いに同一であること
が好ましく、分子内に存在する連結基－（－Ｓｐ1－Ｌ1－Ｓｐ2－Ｌ2）m－Ａ1－Ｌ3－お
よび－Ｌ4－Ａ2－（Ｌ5－Ｓｐ3－Ｌ6－Ｓｐ4－）n－も互いに同一であることが好ましい
。末端のＨｂ－Ｓｐ1－Ｌ1－Ｓｐ2－および－Ｓｐ3－Ｌ6－Ｓｐ4－Ｈｂは、以下のいずれ
かの一般式で表される基であることが好ましい。
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－Ｏ－（ＣrＨ2r）－
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－ＣＯＯ－（ＣrＨ2r）－
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－ＯＣＯ－（ＣrＨ2r）－
上式において、ａは２～３０であることが好ましく、３～２０であることがより好ましく
、３～１０であることがさらに好ましい。ｂは０～２０であることが好ましく、０～１０
であることがより好ましく、０～５であることがさらに好ましい。ａ＋ｂは３～３０であ
る。ｒは１～１０であることが好ましく、１～４であることがより好ましい。
また、一般式（Ｉ）の末端のＨｂ－Ｓｐ1－Ｌ1－Ｓｐ2－Ｌ2－および－Ｌ5－Ｓｐ3－Ｌ6

－Ｓｐ4－Ｈｂは、以下のいずれかの一般式で表される基であることが好ましい。
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－Ｏ
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－ＣＯＯ－
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－Ｏ－（ＣrＨ2r）－Ｏ－
　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－ＣＯＯ－（ＣrＨ2r）－ＣＯＯ－
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　　（ＣaＦ2a+1）－（ＣbＨ2b）－ＯＣＯ－（ＣrＨ2r）－ＣＯＯ－
　上式におけるａ、ｂおよびｒの定義は直上の定義と同じである。
　以下に、一般式（Ｉ）で表される化合物の具体例を示す。ただし、本発明で採用するこ
とができる一般式（Ｉ）で表される化合物は、下記の具体例によって限定的に解釈される
べきものではない。
【００８４】
【化２１】

【００８５】
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【００９１】
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【００９２】
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【化３０】

【００９４】
　一般式（Ｉ）で表される化合物は、特開２００２－１２９１６２号公報や特開２００２
－９７１７０号や当該公報において引用されている文献に記載される合成法を適宜選択し
て組み合わせることにより合成することができる。また、その他の公知の合成法も必要に
応じて組み合わせることにより合成することができる。
【００９５】
　フルオロアルキル基含有配向制御剤の使用量は、液晶組成物（塗布液の場合は固形分）
中の重合性液晶化合物の０．００３～０．０２質量％であることが好ましく、０．００３
～０．０１５質量％であることがさらに好ましい。
【００９６】
（５）　親水性基含有塗布性付与剤
　前記硬化性液晶組成物は、配向制御剤としてフルオロアルキル基含有化合物を使用する
ため、液晶組成物を塗布して硬化させた光反射層の表面は、フルオロアルキル基含有化合
物が偏在しているために疎水性が高くなる。そのため、その上に積層する液晶組成物塗布
液の塗布性を低下させ、ハジキ故障や液晶相配向不良によるヘイズの発生を引き起こしや
すくなる。製造工程において、塗布液の塗布速度を低下させることにより塗布性低下の影
響を小さくすることは可能であるが、製造コストの観点から好ましい対処方法ではない。
本発明においては、塗布および硬化された光反射層の表面の親疎水性を、親水性基含有塗
布性付与剤にて調節することにより、その上に積層される塗布液の塗布性低下を抑制した
。
　塗布および硬化される液晶組成物に使用される親水性基含有塗布性付与剤としては、そ
れ自体が液晶相の配向に悪影響を与えてはならないため、液晶化合物との相溶性が高い構
造を有していることが望ましい。
　前記親水性基含有塗布性付与剤としては、フッ素およびケイ素を含まず、平均分子量が
６０００以下である界面活性剤（以下、「非Ｆ・Ｓｉ系界面活性剤」ということがある。
）であることが好ましい。
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　前記非Ｆ・Ｓｉ系界面活性剤としては、フッ素およびケイ素を含まないという条件を満
たすかぎり、特に限定されない。前記非Ｆ・Ｓｉ系界面活性剤は平均分子量（質量平均分
子量）は６０００以下であることが好ましく、５０００以下であることがより好ましく、
４０００以下であることが特に好ましく、３０００以下であることがより特に好ましい。
　前記非Ｆ・Ｓｉ系界面活性剤は、具体的には、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、
ソルビタンエステル、アルキルポリグルコシド、脂肪酸ジエタノールアミド、アルキルモ
ノグリセリルエーテル、アセチレンアルコール、アセチレングリコール、およびこれらの
誘導体等があげられる。これらのうち、アセチレンアルコール、アセチレングリコールお
よびこれらの誘導体が好ましい。
　前記親水性基含有塗布性付与剤としては、アセチレングリコール系化合物（アセチレン
グリコールおよびその誘導体）であることがより好ましい。前記アセチレングリコールの
誘導体としては、エチレンオキサイド付加物であるアセチレングリコールであることが特
に好ましい。
　前記アセチレングリコール系化合物としては、日信化学工業社製のサーフィノール１０
４Ｅ、同１０４Ｈ、同１０４Ａなどの１０４シリーズ、サーフィノール４２０、同４４０
、同４６５、同４８５などの４００シリーズ、サーフィノールＳＥ、同ＳＥ－Ｆ、ダイノ
ール６０４、同６０７、オルフィンＥ１００４、同１０１０、同ＰＤ－００１、同ＰＤ－
００５などが挙げられる。
【００９７】
　前記親水性基含有塗布性付与剤の使用量は、液晶組成物（塗布液の場合は固形分）中の
重合性液晶化合物の０．０３～０．２質量％であることが好ましく、０．０５～０．１５
質量％であることがさらに好ましい。
【００９８】
２．　基板
　本発明の光反射板は、基板を有する。但し、本発明の光反射板は、その使用態様により
、基板を含まない本発明の光反射層として用いてもよい。
　当該基板は自己支持性があり、上記光反射層を支持するものであれば、材料及び光学的
特性についてなんら限定はない。用途によっては、紫外光に対する高い透明性が要求され
るであろう。
【００９９】
　前記基板（図１や図２などにおける基板１２）は、例えば、ポリマーフィルムであり、
その光学特性については特に制限はない。本発明の赤外光反射板は、前記基板が、ポリマ
ーフィルムであることが好ましい。本発明では、特に、面内レターデーションＲｅについ
てバラツキのある部材を基板として用いてもよい。この点で、基板としてλ／２板を用い
、その光学特性を光反射特性の改善に積極的に利用している従来技術とは区別される。但
し、基板１２としてλ／２板等の正確に位相差が調整されている位相差板を利用すること
を妨げるものではない。
【０１００】
　可視光に対する透過性が高いポリマーフィルムとしては、液晶表示装置等の表示装置の
部材として用いられる種々の光学フィルム用のポリマーフィルムが挙げられる。前記基板
としては、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート
、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステルフィルム；ポリカーボネート（
ＰＣ）フィルム、ポリメチルメタクリレートフィルム；ポリエチレン、ポリプロピレン等
のポリオレフィンフィルム；ポリイミドフィルム、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フ
ィルム、などが挙げられる。ポリエチレンテレフタレート、トリアセチルセルロースが好
ましい。
【０１０１】
３．非光反射性の層
　また、本発明の光反射板は、有機材料及び／又は無機材料を含む非光反射性の層を有し
ていてもよい。本発明に利用可能な前記非光反射性の層の一例には、他の部材（例えば、
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中間膜シート等）と密着するのを容易とするための易接着層が含まれる。易接着層は、一
方又は双方の最外層として配置されているのが好ましい。例えば、少なくとも５つの光反
射層を基板の一方の表面に配置した態様では、最上層の光反射層の上に、易接着層を配置
することができる。及び／又は、基板の裏面（光反射層が配置されていない側の基板の面
）に、易接着層を配置することもできる。易接着層の形成に利用される材料は、当該易接
着層を光反射層に隣接して形成するか、もしくは基板に隣接して形成するかによって、又
は接着する他の部材の材質等によって、種々の材料から選択される。また、本発明に利用
可能な前記非光反射性の層の他の例には、コレステリック液晶相の光反射層と、基板との
密着力を上げる下塗り層、及び光反射層を形成する際に利用される、液晶化合物の配向方
向をより精密に規定する配向層が含まれる。下塗り層及び配向層は、前記少なくとも１つ
の光反射層と基板との間に配置されるのが好ましい。また配向層を、光反射層間に配置し
てもよい。
【０１０２】
　（易接着層）
　本発明の光反射体は、一方又は双方の最外層として、易接着層を有していてもよい。易
接着層は、例えば、合わせガラス用中間膜との接着性を改善する機能を有する。より具体
的には、易接着層は、コレステリック液晶相の光反射層及び／又は基板と、合わせガラス
用中間膜との接着性を改善する機能を有する。易接着層の形成に利用可能な材料としては
、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）樹脂が挙げられる。ポリビニルブチラール樹脂は、ポ
リビニルアルコール（ＰＶＡ）とブチルアルデヒドを酸触媒で反応させて生成するポリビ
ニルアセタールの一種であり、下記構造の繰り返し単位を有する樹脂である。
【０１０３】
【化３１】

【０１０４】
　前記易接着層は、塗布により形成するのが好ましい。例えば、コレステリック液晶相の
光反射層の表面及び／又は基板の裏面（光反射層が形成されていない側の面）に、塗布に
より形成してもよい。より具体的には、ポリビニルブチラール樹脂の１種を有機溶媒に溶
解して塗布液を調製し、該塗布液を、コレステリック液晶相の光反射層の表面及び／又は
基板の裏面に塗布して、所望により加熱して乾燥し、易接着層を形成することができる。
塗布液の調製に用いる溶媒としては、例えば、メトキシプロピルアセテート（ＰＧＭＥＡ
）、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、イソプロパノール（ＩＰＡ）等を用いることができ
る。塗布方法としては、従来公知の種々の方法を利用することができる。乾燥時の温度は
、塗布液の調製に用いた材料によって好ましい範囲が異なるが、一般的には、１４０～１
６０℃程度であるのが好ましい。乾燥時間についても特に制限はないが、一般的には、５
～１０分程度である。
【０１０５】
　また、前記易接着層は、いわゆるアンダーコート層といわれる、アクリル樹脂、スチレ
ン／アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂等からなる層であってもよい。これ
らの材料からなる易接着層も塗布により形成することができる。なお、市販されているポ
リマーフィルムの中には、アンダーコート層が付与されているものもあるので、それらの
市販品を基板として利用することもできる。
　なお、易接着層の厚みは、０．１～２．０μｍが好ましい。
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【０１０６】
　（下塗り層）
　本発明の光反射体は、コレステリック液晶相の光反射層と基板との間に下塗り層を有し
ていてもよい。コレステリック液晶相の光反射層と基板との密着力が弱いと、コレステリ
ック液晶相の光反射層を積層して製造する際の工程で剥離故障が起き易くなったり、光反
射板として合わせガラスにした際の強度（耐衝撃性）低下を引き起こす。よって、下塗り
層として、コレステリック液晶層と基板との接着性を向上させることができる層を利用す
ることができる。一方で、基板、又は基板と下塗り層とを剥離して、中間膜シート等の部
材と光反射層を一体化する場合は、基板と下塗り層、又は下塗り層とコレステリック液晶
相の光反射層との界面には、剥離可能な程度の接着性の弱さが必要である。後工程で積層
中間膜シートにすることを考えると、下塗り層と基板との界面で剥離する方が好ましい。
　下塗り層の形成に利用可能な材料の例には、アクリル酸エステル共重合体、ポリ塩化ビ
ニリデン、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、水性ポリエステル等が含まれる。また、
下塗り層の表面を中間膜と接着する態様では、下塗り層と中間膜との接着性が良好である
のが好ましく、その観点では、下塗り層は、ポリビニルブチラール樹脂も、前記材料とと
もに含有しているのが好ましい。また、下塗り層は、上記したように密着力を適度に調節
する必要があるので、グルタルアルデヒド、２，３－ジヒドロキシ－１，４－ジオキサン
等のジアルデヒド類またはホウ酸等の硬膜剤を適宜用いて硬膜させることが好ましい。硬
膜剤の添加量は、下塗り層の乾燥質量の０．２～３．０質量％が好ましい。
　下塗り層の厚みは、０．０５～０．５μｍが好ましい。
【０１０７】
　（配向層）
　本発明の光反射体は、コレステリック液晶相の光反射層と基板との間に配向層を有して
いてもよい。配向層は、コレステリック液晶層中の液晶化合物の配向方向をより精密に規
定する機能を有する。配向層は、有機化合物（好ましくはポリマー）のラビング処理、無
機化合物の斜方蒸着、マイクログルーブを有する層の形成等の手段で設けることができる
。さらには、電場の付与、磁場の付与、或いは光照射により配向機能が生じる配向層も知
られている。配向層は、ポリマーの膜の表面に、ラビング処理により形成するのが好まし
い。
　配向層は、コレステリック液晶相の光反射層と隣接する必要があるので、コレステリッ
ク液晶相の光反射層と基板又は下塗り層との間に設けるのが好ましい。但し、下塗り層が
配向層の機能を有していてもよい。また、光反射層の間に配向層を有していてもよい。
【０１０８】
　配向層は、隣接する、コレステリック液晶相の光反射層、及び下塗り層又は基板のいず
れに対しても、ある程度の密着力を有することが好ましい。ただし、後述する本発明の実
施態様の一例である、コレステリック液晶相の光反射層から基板を剥離しながら積層中間
膜シートを作製する場合には、コレステリック液晶相の光反射層／配向層／下塗り層／基
板のいずれかの界面にて、剥離ができる程度の弱さが必要である。剥離する界面は、どの
界面でも構わないが、後工程で積層中間膜シートにすることを考えると、配向層と下塗り
層との界面で剥離する方が好ましい。
【０１０９】
　配向層として用いられる材料としては、有機化合物のポリマーが好ましく、それ自体が
架橋可能なポリマーか、或いは架橋剤により架橋されるポリマーがよく用いられる。当然
、双方の機能を有するポリマーも用いられる。ポリマーの例としては、ポリメチルメタク
リレ－ト、アクリル酸／メタクリル酸共重合体、スチレン／マレインイミド共重合体、ポ
リビニルアルコ－ル及び変性ポリビニルアルコ－ル、ポリ（Ｎ－メチロ－ルアクリルアミ
ド）、スチレン／ビニルトルエン共重合体、クロロスルホン化ポリエチレン、ニトロセル
ロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニ
ル／塩化ビニル共重合体、エチレン／酢酸ビニル共重合体、カルボキシメチルセルロ－ス
、ゼラチン、ポリエチレン、ポリプロピレン及びポリカーボネート等のポリマー及びシラ
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ンカップリング剤等の化合物を挙げることができる。好ましいポリマーの例としては、ポ
リ（Ｎ－メチロ－ルアクリルアミド）、カルボキシメチルセルロ－ス、ゼラチン、ポリビ
ルアルコール及び変性ポリビニルアルコール等の水溶性ポリマーであり、さらにゼラチン
、ポリビルアルコール及び変性ポリビニルアルコールが好ましく、特にポリビルアルコー
ル及び変性ポリビニルアルコールを挙げることができる。また、配向層の表面を中間膜と
接着する態様では、配向層と中間膜との接着性が良好であるのが好ましく、その観点では
、配向層は、ポリビニルブチラール樹脂も、前記材料とともに含有しているのが好ましい
。
　前記配向層の厚みは、０．１～２．０μｍが好ましい。
【０１１０】
４．添加剤
　また、本発明の光反射層および光反射体の遮熱効果は、反射特性のみならず、材料の光
吸収特性によって遮熱効果を改善することもできる。本発明の光反射層および光反射体は
、添加剤を任意の層に含んでいてもよい。
　例えば、近赤外光域、好ましくは、７８０～９４０ｎｍ程度の波長域範囲に吸収特性を
示す色材を、基板もしくは少なくとも一つの光反射層に添加することによって、又は該色
材を含有する層を別途配置することによって、近赤外域の光を吸収し、遮熱性をさらに改
善することもできる。
【０１１１】
　また、金属酸化物微粒子の中には、赤外域、具体的には１４００ｎｍ～２５００ｎｍに
、吸収特性及び／又は反射特性を有する材料も存在する。本発明では、当該性質を示す金
属酸化物微粒子を利用することもでき、例えば、当該金属酸化物微粒子を、基板もしくは
少なくとも一つの光反射層に添加することによって、又は該金属酸化物微粒子を含有する
層を別途配置することによって、１４００～２５００ｎｍ程度の波長域範囲の光を吸収及
び／又は反射し、遮熱性をさらに改善することもできる。
【０１１２】
　この様に、色材及び／又は金属酸化物微粒子を利用して、遮熱性を改善した態様は、コ
レステリック液晶相を固定した光反射層をさらに積層することで広帯域化するよりも、製
造適性及び製造コストの点で好ましい。
【０１１３】
　また、コレステリック液晶相を固定して形成される各光反射層は、紫外光照射によって
、劣化する傾向があり、特に、３８０ｎｍ以下の波長の紫外光に対する劣化が顕著である
ことが、本発明者の検討によりわかった。よって、本発明では、例えば、当該波長域の光
を吸収する材料（紫外線吸収剤）を、基板もしくは少なくとも一つの光反射層に添加する
ことによって、又は当該材料を含有する層を別途配置することによって、劣化を顕著に抑
制することができるので好ましい。
【０１１４】
　なお、色材、金属酸化物微粒子及び紫外線吸収剤等は、液晶の配向に影響する場合があ
るので、これらの材料は、基板もしくは光反射層以外の他の層中に添加する、又は光反射
層が他の部材と一体化される場合は、当該部材中に添加することが好ましい。これらの材
料は同一の層に添加されていてもよいし、互いに異なる層にそれぞれ添加されていてもよ
い。それぞれの材料の機能による効果をより効率的に得られるように、それぞれの材料を
添加する部材（層、基板等）が決定されるであろう。また、これらの材料の種々の性質（
ヘイズに与える影響、溶解性、溶融性、塗布性、溶融性）を考慮して、面状故障などが生
じず、透明性を顕著に低下させないように、添加される部材が決定されるであろう。
　例えば、紫外線吸収剤は、光反射層と比較して、より先に光が入射する部材に添加され
るのが好ましい。当該部材に紫外線吸収剤を添加することにより、光反射層が紫外線によ
って劣化するのを抑制することができる。
　また、色材や金属酸化物微粒子は、光反射層と比較して、より後に光が入射する部材に
添加されるのが好ましい。
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【０１１５】
　図面には例示していないが、紫外線吸収剤、色材、金属酸化物微粒子などの添加剤は、
本発明の態様において、本発明の光反射層および光反射体の任意の層に含まれていてもよ
い。その中でも、前記添加剤は、前記基板または前記非光反射性の層に含まれていること
が好ましく、例えば、易接着層、配向層、下塗り層、基板のいずれかに含有させるのが好
ましい。いずれの層に添加するかは、コレステリック液晶相の光反射層と太陽光との位置
関係に応じて、選択される。紫外線吸収剤は、コレステリック液晶相の光反射層よりも太
陽光に近い側の層に含有させるのが好ましく、色材、金属酸化物微粒子は、コレステリッ
ク液晶相の光反射層よりも太陽光に遠い側の層に含有させるのが好ましい。実施態様によ
り、紫外線吸収剤、色材、金属酸化物微粒子それぞれを含有させるのに好ましい層が入れ
替わるため、各素材については、適宜、組成や溶媒、使用量などを調整し、最適と思われ
る含有方法をとることが必要とされる。
【０１１６】
（紫外線吸収剤）
　本発明の光反射体は、光反射層、易接着層、下塗り層、配向層、及び基板の少なくとも
１つに、紫外線吸収剤を含有するのが好ましい。紫外線吸収剤の種類によっては、液晶の
配向に影響を与えるため、光反射層以外の部材（層、基板等）に添加するのが好ましい。
本発明の実施態様は、種々の形態をとり得るが、光反射層と比較して、より先に光が入射
する部材中に添加することが好ましい。例えば、屋外側に配置されるガラス板と、コレス
テリック液晶相の光反射層との間に配置される層中に添加するのが好ましい。或いは、屋
外側に配置されるガラス板に接着させられる中間膜や屋外側に配置されるガラス板そのも
のに含有させることも好ましい。
　紫外線吸収剤として使用可能な化合物の例としては、ベンゾトリアゾール系、ベンゾジ
チオール系、クマリン系、ベンゾフェノン系、サリチル酸エステル系、シアノアクリレー
ト系等の紫外線吸収剤；酸化チタン、酸化亜鉛などが挙げられる。特に好ましい紫外線吸
収剤の例には、Tinuvin326,328,479（いずれもチバ・ジャパン社製）等が含まれる。また
、紫外線吸収剤の種類、配合量は特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
る。特に、紫外線吸収剤を含有する部材が、波長３８０ｎｍ以下の紫外線の透過率を０．
１％以下にする作用があると、光反射層の劣化を顕著に軽減でき、紫外線による黄変を格
段に軽減できるので好ましい。よって、この特性を満足する様に、紫外線吸収剤の種類及
び配合量を決定するのが好ましい。
【０１１７】
（色材）
　本発明の光反射体は、光反射層、易接着層、下塗り層、配向層、及び基板の少なくとも
１つに、色材を含有するのが好ましい。色材の種類によっては、液晶の配向に影響を与え
るため、光反射層以外の部材（層、基板等）に添加するのが好ましい。なお、色材を含有
する部材を光が通過する際に生じる拡散や吸収等により、コレステリック液晶相の光反射
層での光反射の効率を低下させ、遮熱性能を低下させる場合がある。よって、本発明の実
施態様は、種々の形態をとり得るが、光反射層と比較して、より後に光が入射する部材中
に添加することが好ましい。より具体的には、室内側に配置されるガラス板と、コレステ
リック液晶相の光反射層との間に配置される層中に含有するのが好ましい。或いは、室内
側に配置されるガラス板に接着させられる中間膜や室内側に配置されるガラス板そのもの
に含有されることも好ましい。
【０１１８】
　色材としては、染料、顔料いずれも用いることができる。特に、７８０～９４０ｎｍの
波長領域に対する吸収材特性を示す材料を用いると、遮熱性をより改善できるので好まし
い。また、着色を軽減できる点でも好ましい。７８０～９４０ｎｍの波長領域に対する吸
収材料としては、シアン染料、シアン顔料が好ましい。
　シアン染料として用いられる染料の例としては、インドアニリン染料、インドフェノー
ル染料のようなアゾメチン染料；シアニン染料、オキソノール染料、メロシアニン染料の
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ようなポリメチン染料；ジフェニルメタン染料、トリフェニルメタン染料、キサンテン染
料のようなカルボニウム染料；フタロシアニン染料；アントラキノン染料；例えばカップ
リング成分としてフェノール類、ナフトール類、アニリン類を有するアリールもしくはヘ
テリルアゾ染料、インジゴ・チオインジゴ染料を挙げることができる。これらの染料は、
クロモフォアの一部が解離して初めてシアンを呈するものであってもよく、その場合のカ
ウンターカチオンはアルカリ金属や、アンモニウムのような無機のカチオンであってもよ
いし、ピリジニウム、４級アンモニウム塩のような有機のカチオンであってもよく、さら
にはそれらを部分構造に有するポリマーカチオンであってもよい。また、ポリアゾ染料な
どのブラック染料も使用することができる。
【０１１９】
　シアン顔料として用いられる顔料の例としては、フタロシアニン顔料、アントラキノン
系のインダントロン顔料（たとえばC.　I.　Pigment Blue 60など）、染め付けレーキ顔
料系のトリアリールカルボニウム顔料が好ましく、特にフタロシアニン顔料（好ましい例
としては、C.　I.　Pigment Blue 15:1、同15:2、同15:3、同15:4、同15:6などの銅フタ
ロシアニン、モノクロロないし低塩素化銅フタロシアニン、アルニウムフタロシアニンで
は欧州特許860475号に記載の顔料、C.　I.　Pigment Blue 16である無金属フタロシアニ
ン、中心金属がZn、Ni、Tiであるフタロシアニンなど、中でも好ましいものはC.　I.　Pi
gment Blue 15:3、同15:4、アルミニウムフタロシアニン）が最も好ましい。
【０１２０】
　上記した通り、光吸収素材である色材を利用すると、可視光線波長領域の透過率スペク
トルに偏りが生じ、透過光に色味が生じる場合がある。用途によっては、この特性を積極
的に利用して、所望の色となるように色材を選択することができる。一方、用途によって
は（例えば、車のフロントガラス等）では、着色が好ましくない場合もある。本発明者が
検討したところ、吸収極大波長が７８０～９４０ｎｍである吸収材料とともに、他の吸収
特性を示す吸収材料を併用することで、色味をニュートラルに調整し得ることがわかった
。例えば、光反射板の透過光の色味をニュートラルな方向に調整するためには、上記シア
ン染料、及び／又はシアン顔料とともに、それ以外の色材（イエロー染料、イエロー顔料
、マゼンタ染料、マゼンタ顔料等）を用いることが好ましい。これら色材は、各種文献に
記載されている公知のものが利用できる。（染料は特開２００５－１０５１７５号公報等
に、顔料は特開２００９－６７９５６号公報等に記載されている。）
【０１２１】
（金属酸化物微粒子）
　本発明の光反射体は、光反射層、易接着層、下塗り層、配向層、及び基板の少なくとも
１つに、１４００～２５００ｎｍの範囲に吸収及び／又は反射特性を有する金属酸化物微
粒子を含有するのが好ましい。金属酸化微粒子の種類によっては、液晶の配向に影響を与
えるため、光反射層以外の部材（層、基板等）に添加するのが好ましい。なお、金属酸化
微粒子を含有する部材を光が通過する際に生じる拡散や吸収等により、コレステリック液
晶相の光反射層での光反射の効率を低下させ、遮熱性能を低下させる場合がある。よって
、本発明の実施態様は、種々の形態をとり得るが、光反射層と比較して、より後に光が入
射する部材中に添加することが好ましい。より具体的には、室内側に配置されるガラス板
と、コレステリック液晶相の光反射層との間に配置される層中に含有するのが好ましい。
或いは、室内側に配置されるガラス板に接着させられる中間膜や室内側に配置されるガラ
ス板そのものに含有されることも好ましい。
【０１２２】
　使用可能な金属酸化物微粒子の例としては、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｓｉ、Ｓ
ｎ、Ｍｎ、Ｇａ、Ｍｏ、Ｉｎ、Ｓｂ、Ｔａ、Ｖ、Ｙ、及びＮｂから選択される少なくとも
１種の金属酸化物、又はこれらの金属の２種以上を組み合わせてなる複合金属酸化物を含
有することが好ましい。
　金属酸化物としては、例えば、ＺｎＯ、ＧｅＯ2、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、ＨｆＯ2、ＳｉＯ

2、Ｓｎ2Ｏ3、Ｍｎ2Ｏ3、Ｇａ2Ｏ3、Ｍｏ2Ｏ3、Ｉｎ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ3、Ｔａ2Ｏ5、Ｖ2Ｏ5
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、Ｙ2Ｏ3、Ｎｂ2Ｏ5などが挙げられる。
　前記複合金属酸化物としては、例えばチタンとジルコニウムの複合酸化物、チタンとジ
ルコニアとハフニウムの複合酸化物、チタンとバリウムの複合酸化物、チタンとケイ素の
複合酸化物、チタンとジルコニウムとケイ素の複合酸化物、チタンと錫の複合酸化物、チ
タンとジルコニアと錫の複合酸化物などが挙げられる。
【０１２３】
　金属酸化物微粒子の製造方法としては、特に限定されるものではなく、公知のいずれの
方法も用いることができる。例えば、金属塩や金属アルコキシドを原料に用い、水を含有
する反応系において加水分解することにより、所望の酸化物微粒子を得ることができる。
【０１２４】
　また、水中で加水分解させる方法以外には有機溶媒中や熱可塑性樹脂が溶解した有機溶
媒中で無機微粒子を作製してもよい。これらの方法に用いられる溶媒としては、例えばア
セトン、２－ブタノン、ジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、酢酸エチル、シクロ
ヘキサノン、アニソール等が例として挙げられる。これらは、１種類を単独で使用しても
よく、また複数種を混合して使用してもよい。
【０１２５】
＜光反射板の製造方法＞
　本発明の光反射板における、各光反射層は、種々の方法で形成することができるが、特
に、塗布方法によって作製されるのが好ましい。より具体的には、コレステリック液晶相
を形成し得る硬化性液晶組成物を、基板、配向層、又は光反射層等の表面に塗布し、当該
組成物をコレステリック液晶相とした後、硬化反応（例えば、重合反応や架橋反応等）を
進行させることで硬化させて、形成することができる。
　製造方法の一例は、
（１）　基板等の表面に、硬化性の液晶組成物を塗布して、コレステリック液晶相の状態
にすること、
（２）　前記硬化性の液晶組成物に紫外線を照射して硬化反応を進行させ、コレステリッ
ク液晶相を固定して光反射層を形成すること、
を少なくとも含む製造方法である。
　（１）及び（２）の工程を、基板の一方の表面上で２回繰り返すことで図１に示す構成
と同様の構成の光反射板を作製することができる。また、（１）及び（２）の工程を、３
回繰り返すことで、図２に示す構成と同様の構成の光反射板を作製することができる。
　なお、コレステリック液晶相の旋回の方向は、用いる液晶の種類又は添加されるキラル
剤の種類によって調整でき、螺旋ピッチ（すなわち、中心反射波長）は、これらの材料の
濃度によって任意に調整できる。また、光反射性フィルムの反射する特定の領域の波長は
、製造方法のさまざまな要因によってシフトさせることができることが知られており、キ
ラル剤などの添加濃度のほか、コレステリック液晶相を固定するときの温度や照度と照射
時間などの条件などでシフトさせることができる。
【０１２６】
　前記（１）工程では、まず、基板又は下層の光反射層の表面に、前記硬化性液晶組成物
を塗布する。前記硬化性の液晶組成物は、溶媒に材料を溶解及び／又は分散した、塗布液
として調製されるのが好ましい。前記塗布液の塗布は、ワイヤーバーコーティング法、押
し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティ
ング法、ダイコーティング法等の種々の方法によって行うことができる。また、インクジ
ェット装置を用いて、液晶組成物をノズルから吐出して、塗膜を形成することもできる。
【０１２７】
　次に、表面に塗布され、塗膜となった硬化性液晶組成物を、コレステリック液晶相の状
態にする。前記硬化性液晶組成物が、溶媒を含む塗布液として調製されている態様では、
塗膜を乾燥し、溶媒を除去することで、コレステリック液晶相の状態にすることができる
場合がある。また、コレステリック液晶相への転移温度とするために、所望により、前記
塗膜を加熱してもよい。例えば、一旦等方性相の温度まで加熱し、その後、コレステリッ
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ク液晶相転移温度まで冷却する等によって、安定的にコレステリック液晶相の状態にする
ことができる。前記硬化性液晶組成物の液晶相転移温度は、製造適性等の面から１０～２
５０℃の範囲内であることが好ましく、１０～１５０℃の範囲内であることがより好まし
い。１０℃未満であると液晶相を呈する温度範囲にまで温度を下げるために冷却工程等が
必要となることがある。また２００℃を超えると、一旦液晶相を呈する温度範囲よりもさ
らに高温の等方性液体状態にするために高温を要し、熱エネルギーの浪費、基板の変形、
変質等からも不利になる。
【０１２８】
　次に、（２）の工程では、コレステリック液晶相の状態となった塗膜に、紫外線を照射
して、硬化反応を進行させる。紫外線照射には、紫外線ランプ等の光源が利用される。こ
の工程では、紫外線を照射することによって、前記液晶組成物の硬化反応が進行し、コレ
ステリック液晶相が固定されて、光反射層が形成される。
　紫外線の照射エネルギー量については特に制限はないが、一般的には、１００ｍＪ／ｃ
ｍ2～８００ｍＪ／ｃｍ2程度が好ましい。また、前記塗膜に紫外線を照射する時間につい
ては特に制限はないが、硬化膜の充分な強度及び生産性の双方の観点から決定されるであ
ろう。
【０１２９】
　硬化反応を促進するため、加熱条件下で紫外線照射を実施してもよい。また、紫外線照
射時の温度は、コレステリック液晶相が乱れないように、コレステリック液晶相を呈する
温度範囲に維持するのが好ましい。また、雰囲気の酸素濃度は重合度に関与するため、空
気中で所望の重合度に達せず、膜強度が不十分の場合には、窒素置換等の方法により、雰
囲気中の酸素濃度を低下させることが好ましい。好ましい酸素濃度としては、１０％以下
が好ましく、７％以下がさらに好ましく、３％以下が最も好ましい。紫外線照射によって
進行される硬化反応（例えば重合反応）の反応率は、層の機械的強度の保持等や未反応物
が層から流出するのを抑える等の観点から、７０％以上であることが好ましく、８０％以
上であることがより好ましく、９０％以上であることがよりさらに好ましい。反応率を向
上させるためには照射する紫外線の照射量を増大する方法や窒素雰囲気下あるいは加熱条
件下での重合が効果的である。また、一旦重合させた後に、重合温度よりも高温状態で保
持して熱重合反応によって反応をさらに推し進める方法や、再度紫外線を照射する（ただ
し、本発明の条件を満足する条件で照射する）方法を用いることもできる。反応率の測定
は反応性基（例えば重合性基）の赤外振動スペクトルの吸収強度を、反応進行の前後で比
較することによって行うことができる。
【０１３０】
　上記工程では、コレステリック液晶相が固定されて、光反射層が形成される。ここで、
液晶相を「固定化した」状態は、コレステリック液晶相となっている液晶化合物の配向が
保持された状態が最も典型的、且つ好ましい態様である。それだけには限定されず、具体
的には、通常０℃～５０℃、より過酷な条件下では－３０℃～７０℃の温度範囲において
、該層に流動性が無く、また外場や外力によって配向形態に変化を生じさせることなく、
固定化された配向形態を安定に保ち続けることができる状態を意味するものとする。本発
明では、紫外線照射によって進行する硬化反応により、コレステリック液晶相の配向状態
を固定する。
　なお、本発明においては、コレステリック液晶相の光学的性質が層中において保持され
ていれば十分であり、最終的に光反射層中の液晶組成物がもはや液晶性を示す必要はない
。例えば、液晶組成物が、硬化反応により高分子量化して、もはや液晶性を失っていても
よい。
【０１３１】
［ガラス用積層中間膜シート］
　本発明のガラス用積層中間膜シートは、本発明の光反射層または本発明の光反射板と、
前記光反射層または前記光反射板の少なくとも一方の最外層上に配置された中間膜シート
と、を含むことを特徴とする。
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【０１３２】
（ガラス用積層中間膜シートの構成）
　図３は、図１の光反射板に対して、その両面にそれぞれ中間膜シート２２と２４とを貼
合した合わせガラス用積層中間膜シートの一例の断面模式図である。図３の中間膜シート
は、そのまま合わせガラス中に組み込むことができる。
　図４は、図１の光反射板に対して、基板１２を剥離した場合の積層中間膜シートの例で
ある。図４の中間膜シートは、そのまま合わせガラス中に組み込むことができる。
　図５は、図２の光反射板に対して、その両面にそれぞれ中間膜シート２２と２４とを貼
合した合わせガラス用積層中間膜シートの一例の断面模式図である。図５の中間膜シート
は、そのまま合わせガラス中に組み込むことができる。
【０１３３】
（ガラス用積層中間膜シートの特性）
　本発明の光反射体の一方及び／又は双方の表面に、中間膜シートを貼合することができ
る。中間膜シートを貼合することにより、合わせガラス用積層中間膜シートとして、合わ
せガラス中に容易に組み込むことができる。中間膜シートを貼合する際には、基板を残し
たまま貼合してもよいし、基板を剥離してから貼合してもよいが、後工程で合わせガラス
に組み込まれることを考えると、厚みや柔軟性、圧縮耐性を考慮し、基板を剥離してから
、中間膜シートと貼合することが好ましい。
　中間膜シートとしては、合わせガラスの作製に用いられる一般的な中間膜シートを利用
することができる。具体的な例としては、ポリビニルブチラール樹脂又はエチレン・酢酸
ビニル共重合体を主原料として含有する組成物から作製されたシート等が挙げられる。
　中間膜シートの厚みは、一般的には、３８０～７６０μｍ程度である。
【０１３４】
［合わせガラス用積層中間膜シートの製造方法］
　本発明の光反射板は、両面を中間膜シートにて貼合されることにより、中間膜シートに
挟まれた合わせガラス用積層中間膜シートとすることができる。
　本発明の合わせガラス用積層中間膜シートの製造方法は、
（１）　光反射板の一方の表面に、第１の中間膜シートを貼合して第１の積層体を得る第
１の工程、及び、
（２）　前記第１の積層体の前記第１の中間膜シートが貼合されている表面の反対の側の
表面に、第２の中間膜シートを貼合する第２の工程、
を少なくとも含む製造方法である。第１及び第２の工程は、順次行ってもよいし、同時に
行ってもよい。また、一方の工程を実施した後、一旦保管・搬送等し、他方の工程を実施
してもよい。
【０１３５】
　中間膜シートとの貼合には、公知の貼合方法を用いることができるが、ラミネート処理
を用いることが好ましい。光反射板と中間膜シートとが加工後に剥離してしまわないよう
に、ラミネート処理を実施する場合には、ある程度の加熱及び加圧条件下にて実施するこ
とが好ましい。
　ラミネートを安定的に行なうには、中間膜シートの接着する側の膜面温度が５０～１３
０℃であることが好ましく、７０～１００℃であることがより好ましい。
　ラミネート時には加圧することが好ましい。加圧条件は、２．０ｋｇ／ｃｍ2未満であ
ることが好ましく、０．５～１．８ｋｇ／ｃｍ2の範囲であることがより好ましく、０．
５～１．５ｋｇ／ｃｍ2の範囲であることがさらに好ましい。
【０１３６】
　また、本発明では、ラミネートと同時に、又はその直後、もしくはその直前に、光反射
板から基板（又は少なくとも基板を含む積層体）を剥離してもよい。即ち、ラミネート後
に得られる積層中間膜シートには、基板が無くてもよい。例えば、本発明の合わせガラス
用積層中間膜シートの製造方法の一例は、
　前記第１の工程において、前記光反射板と前記第１の中間膜シートとを貼合する工程と
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同時またはその後に、前記光反射板に含まれる基板を前記第１の積層体から剥離する工程
と、
　前記第２の工程において、前記第２の中間膜シートを、前記第１の積層体の前記基板を
剥離した面に貼合する工程を含む、合わせガラス用積層中間膜シートの製造方法である。
　この方法により、基板を含まない、合わせガラス用積層中間膜シートを製造することが
でき、該合わせガラス用積層中間膜シートを用いることで、基板を含まない、反射性合わ
せガラスを容易に作製することができる。破損等無く、安定的に基板を剥離するためには
、コレステリック液晶相の光反射層から基板を剥離する際の基板の温度が４０℃以上であ
ることが好ましく、４０～６０℃であることがより好ましい。
【０１３７】
［合わせガラス］
　本発明の合わせガラスは、２枚のガラスと、前記２枚のガラスの間に含まれる本発明の
ガラス用積層中間膜シートとを含むことを特徴とする。
【０１３８】
（合わせガラスの構成）
　図６～図８に、本発明の合わせガラスの実施態様の断面図を示す。
　図６は、図３に示す合わせガラス用積層中間膜シートに対して、その両面にそれぞれガ
ラス板３２と３４とを貼合した例である。
　図７は、図４に示す合わせガラス用積層中間膜シートに対して、その両面にそれぞれガ
ラス板３２と３４とを貼合した例である。
　図８は、図５に示す合わせガラス用積層中間膜シートに対して、その両面にそれぞれガ
ラス板３２と３４とを貼合した例である。
【０１３９】
　本発明の合わせガラス用積層中間膜シートは、２枚のガラス板の間に挟んで合わせガラ
スとすることができる。ガラス板としては、一般的なガラス板を利用することができる。
　本発明のコレステリック液晶相を用いた光反射板と組み合わせて遮熱性能を向上させる
ためには、可視光領域に吸収を有する熱線吸収ガラスを利用することができる。可視光領
域の吸収を調整することにより、ガラスとしての視認性（透過率）と遮熱性能とを調整す
ることが可能である。熱線吸収ガラスは、特許第２５４４０３５号公報、特許第２６１７
２２３号等に記載されているように、鉄、錫、ニッケル、コバルト、セレン等の金属酸化
物を含有させることにより、可視光領域の吸収やその透過光としての色味を調整すること
ができる。例えば、自動車用フロントガラスとして用いる場合には、合わせガラスとして
ＪＩＳ－Ｒ－３２１１で規定される「可視光透過率（標準光源Ａ）７０％以上」を満たす
ように可視光領域の吸収を抑え、透過光色味を調整しながら、遮熱性能を高めることが好
ましい。熱線吸収ガラスとしては、可視光透過率（標準光源Ａ）が８０～９５％の範囲に
あり、標準Ａ光源を用いて測定した主波長が４９５～５６０ｎｍの範囲にあるものが好ま
しい。
　ガラス板の厚みについては特に制限はなく、用途に応じて好ましい範囲が変動する。例
えば、輸送車両のフロントガラス（ウインドウシールド）の用途では、一般的には、２．
０～２．３ｍｍの厚みのガラス板を用いるのが好ましい。また、家屋やビル等の建物用遮
熱性窓材の用途では、一般的には、４０～３００μｍ程度の厚みのガラス板を用いるのが
好ましい。ただし、この範囲に限定されるものではない。
【０１４０】
［合わせガラスの製造方法］
　本発明の合わせガラス用積層中間膜シートは、２枚のガラス板の間に挟んで合わせガラ
スとすることができる。
　本発明の合わせガラスの製造方法は、合わせガラス用積層中間膜シートを２枚のガラス
板の間に挟み込んでガラス板に挟持された積層体を製造する工程と、前記ガラス板に挟持
された積層体を加熱しながら圧着する工程を含むことを特徴とする。
　詳細な製造方法としては、公知の合わせガラス作製方法を適宜用いることができる。
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　一般的には、合わせガラス用積層中間膜シートを２枚のガラス板に挟んだ後、加熱処理
と加圧処理（ゴムローラーでしごく等）とを数回繰り返し、最後にオートクレーブ等を利
用して加圧条件下での加熱処理を行う、という方法がとられる。
【０１４１】
　本発明の製造方法は、前記ガラス板に挟持された積層体を加熱しながら圧着する工程を
含む。
　本発明の製造方法では、前記２つの中間膜が互いに接していない前記ガラス板に挟持さ
れた積層体を、加熱しながら圧着することが好ましい。
　前記ガラス板に挟持された積層体とガラス板との貼りあわせは、例えば、真空バッグな
どで減圧下において、温度８０～１２０℃、時間３０～６０分で予備圧着した後、オート
クレーブ中、１．０～１．５ＭＰａの加圧下で１２０～１５０℃の温度で貼り合せ、２枚
のガラスに積層体が挟まれた合わせガラスとすることができる。また、粘着材等を用いて
貼り合わせてもよい。
　このとき、１．０～１．５ＭＰａの加圧下で１２０～１５０℃の温度での加熱圧着の時
間は、２０～９０分であることが好ましい。
　加熱圧着終了後、放冷の仕方については特に制限はなく、適宜圧力を開放しながら放冷
して、合わせガラス体を得てもよい。本発明では、加熱圧着終了後、圧力を保持した状態
で降温を行うことが、得られる合わせガラス体のシワや割れをさらに改善する観点から好
ましい。ここで、圧力を保持した状態で降温するとは、加熱圧着時（好ましくは１３０℃
）の装置内部圧力から、４０℃のときの装置内部圧力が加熱圧着時の７５％～１００％と
なるように降温することを意味する。圧力を保持した状態で降温する方法としては、４０
℃まで降温したときの圧力が上記範囲内であれば特に制限はないが、圧力装置内部圧力が
温度減少に伴って自然と低下していくように装置内部から圧力を漏らさずに降温する態様
や、装置内部圧力が温度減少に伴って減少しないように外部からさらに加圧しながら降温
する態様が好ましい。圧力を保持した状態で降温する場合、１２０～１５０℃で加熱圧着
した後、４０℃まで１～５時間かけて放冷することが好ましい。
　本発明では、圧力を保持した状態で降温を行った後、次いで圧力を開放する工程を含む
ことが好ましい。具体的には、圧力を保持した状態で降温を行った後、オートクレーブ内
の温度が４０℃以下になった後に圧力を開放して降温することが好ましい。
　以上より、本発明の合わせガラス体の製造方法は、前記第一のガラス、前記第一の中間
膜、前記光反射層、前記第二の中間膜および前記第二のガラスをこの順で積層する工程と
、その後１．０～１．５ＭＰａの加圧下で１２０～１５０℃の温度で加熱圧着する工程と
、圧力を保持した状態で降温を行う工程と、圧力を開放する工程を含むことが好ましい。
【０１４２】
　前記光反射層（または光反射板）と前記中間膜とを熱圧着させる範囲は、前記ガラス板
の全面積にわたる範囲でもよいが、前記ガラス板の周縁部のみでもよく、周縁部の熱圧着
はシワの発生をより抑制することもできる。
【０１４３】
［窓用部材］
　本発明の光反射板は、太陽光エネルギーのピークに対応する８５０～９００ｎｍ、１０
１０～１０７０ｎｍ、１１９０～１２９０ｎｍに反射ピークのある選択反射特性を示す。
この様な特性の反射板は、住宅、オフィスビル等の建造物、又は自動車等の車両の窓に、
日射の遮熱用の部材として貼付される。又は、本発明の光反射板は、日射の遮熱用の部材
そのもの（たとえば、遮熱用ガラス、遮熱用フィルム）として、その用途に供することが
できる。
【０１４４】
　光反射板としてその他の重要な性能は、可視光の透過率とヘイズである。材料の選択及
び製造条件等を調整して、用途に応じて、好ましい可視光の透過率及びヘイズを示す光反
射板を提供できる。例えば可視光の透過率が高い用途に用いられる態様では、可視光の透
過率が９０％以上であり、且つ赤外の反射率が上記反応を満足する光反射板とすることが
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できる。
　本発明の光反射層、本発明の光反射板、本発明のガラス用積層中間膜シートおよび本発
明の合わせガラスは、建造物用もしくは車両用の窓用部材として用いられることが好まし
い。
【実施例】
【０１４５】
　以下に実施例と比較例（なお比較例は公知技術というわけではない）を挙げて本発明の
特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、処
理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。従って、本発明
の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。
【０１４６】
［製造例１］
＜塗布液（液晶組成物）の調製＞
　下記表に示す組成の塗布液（Ｒ１）を調製した。
　なお、パーフルオロアルキル基含有配向制御剤(6)は、一般式（Ｉ）で表される化合物
の具体例として挙げた化合物(6)である。また、塗布性付与剤オルフィンＰＤ－００５は
、親水性基含有塗布性付与剤である。
【表１】

【０１４７】
　また、塗布液（Ｒ１）の配向制御剤(6)の処方量を下表に示す量に変更しただけで他は
同様にして塗布液（Ｒ２）～（Ｒ７）を調製した。

【表２】

【０１４８】
　また、塗布液（Ｒ１）の塗布性付与剤オルフィンＰＤ－００５の処方量を下表に示す量
に変更しただけで他は同様にして塗布液（Ｒ８）～（Ｒ１３）を調製した。
【表３】
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【０１４９】
　下記表に示す組成の塗布液（Ｌ１）を調製した。
【表４】

【０１５０】
【化３２】

【０１５１】
　また、塗布液（Ｌ１）の配向制御剤(6)の処方量、塗布性付与剤オルフィンＰＤ－００
５の処方量をそれぞれ下表に示す量に変更しただけで他は同様にして塗布液（Ｌ２）～（
Ｌ５）を調整した。
【表５】

【０１５２】
［実施例１］
＜光反射板の製造１＞
　調製した塗布液（Ｒ１）を用い、下記の手順にて光反射板を作製した。基板としては、
富士フイルム（株）製ＰＥＴフィルム（下塗り層無し、厚み：７５μｍ）をラビング処理
（レーヨン布、圧力：０．１ｋｇｆ、回転数：１０００ｒｐｍ、搬送速度：１０ｍ／ｍｉ
ｎ、回数：１往復）を施して使用した。
（１）塗布液（Ｒ１）を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後の膜の厚みが４μｍになるよう
に、ＰＥＴフィルム上に、室温にて塗布した。
（２）室温にて３０秒間乾燥させて溶剤を除去した後、８５℃の雰囲気で２分間加熱し、
その後４０℃でコレステリック液晶相とした。次いで、フージョンＵＶシステムズ（株）
製無電極ランプ「Ｄバルブ」（９０ｍＷ／ｃｍ2）にて、出力６０％で６～１２秒間ＵＶ
照射し、コレステリック液晶相を固定して、膜（光反射層）を作製した。これを実施例１
の光反射板とした。
【０１５３】
＜光反射板の評価１＞
（ヘイズ）



(50) JP 2013-200515 A 2013.10.3

10

20

30

40

50

　作製した光反射板について、基板としたＰＥＴフィルムを剥離して光反射層単体を取り
出し、日本電色工業（株）製ヘイズメーター「ＮＤＨ２０００」にてヘイズを測定して、
以下の基準に基づいて判定を行った。
◎：ヘイズ０．０６％以下
○：ヘイズ０．０６％より大、かつ０．０８％以下
△：ヘイズ０．０８％より大、かつ０．１０％以下
×：ヘイズ０．１０％より大
　結果を、下表に示す。
【０１５４】
［比較例１］
　塗布する塗布液（Ｒ１）を（Ｒ２）に変更した以外は実施例１と同様の手順にして比較
例１の光反射板を作製し、その性能を評価し、評価結果を下記表に記載した。
【０１５５】
［実施例２～６］
　塗布する塗布液（Ｒ１）を（Ｒ３）～（Ｒ７）に変更した以外は実施例１と同様の手順
にして実施例２～６の光反射板を作製し、その性能を評価し、評価結果を下記表に記載し
た。
【０１５６】
【表６】

【０１５７】
　上記表６より、フルオロアルキル基含有配向制御剤を使用しない比較例１の光反射板は
、単層でもヘイズが大きく、光反射層として不適であることがわかった。
　フルオロアルキル基含有配向制御剤を使用すると、僅かな使用量（０．００２質量部）
でも配向性が上がり、ヘイズは小さく抑えられる。フルオロアルキル基含有配向制御剤使
用量を多くすると、ヘイズもより低く抑えられる傾向が認められるが、多くなりすぎると
（０．０２５質量部）かえって液晶化合物の配向に対して阻害物質として働き、ヘイズは
悪化していく。フルオロアルキル基含有配向制御剤の使用量には、最適な範囲があること
が確認される。
【０１５８】
［実施例７］
＜光反射板の製造１＞
　調製した塗布液（Ｒ１）、（Ｌ１）を用い、下記の手順にて光反射板を作製した。基板
としては、富士フイルム（株）製ＰＥＴフィルム（下塗り層無し、厚み：７５μｍ）をラ
ビング処理（レーヨン布、圧力：０．１ｋｇｆ、回転数：１０００ｒｐｍ、搬送速度：１
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（１）塗布液（Ｒ１）を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後の膜の厚みが４μｍになるよう
に、ＰＥＴフィルム上に、室温にて塗布した。
（２）室温にて３０秒間乾燥させて溶剤を除去した後、８５℃の雰囲気で２分間加熱し、
その後４０℃でコレステリック液晶相とした。次いで、フージョンＵＶシステムズ（株）
製無電極ランプ「Ｄバルブ」（９０ｍＷ／ｃｍ2）にて、出力６０％で６～１２秒間Ｕ
Ｖ照射し、コレステリック液晶相を固定して、膜（光反射層）を作製した。
（３）室温まで冷却した後、塗布液（Ｌ１）を用いて、塗布液（Ｒ１）の硬化膜上に上記
工程（１）及び（２）を繰返し、２層積層されたコレステリック液晶相の光反射層を有す
る光反射板を作製した。これを実施例７の光反射板とした。
【０１５９】
＜光反射板の評価２＞
（塗布性）
　第１層の光反射層硬化塗布膜上に第２層の液晶組成物塗布液を塗布した直後、室温乾燥
にて溶剤を除去した直後、及び８５℃雰囲気にて加熱した直後に、第２層の塗布膜面状を
目視検査し、ムラおよびハジキなどの故障やヘイズ発生の有無を確認し、以下の基準に基
づいて判定を行った。
◎：強烈な白熱灯下でも異常感は認められず、問題無し。
○：通常の蛍光灯下では異常感は認められず、問題無し。
△：通常の蛍光灯下ではほとんど異常感は認められず、許容内。
×：通常の蛍光灯下でも異常感が認められ、実用上許容できない。
　結果を、下表に示す。
【０１６０】
（ヘイズ）
　作製した光反射板について、基板としたＰＥＴフィルムを剥離して光反射層２層積層体
を取り出し、日本電色工業（株）製ヘイズメーター「ＮＤＨ２０００」にてヘイズを測定
して、以下の基準に基づいて判定を行った。
◎：ヘイズ０．１０％以下
○：ヘイズ０．１０％より大、かつ０．１２％以下
△：ヘイズ０．１２％より大、かつ０．１５％以下
×：ヘイズ０．１５％より大
　結果を、下表に示す。
【０１６１】
［比較例２］
　塗布する塗布液のうち、（Ｒ１）を（Ｒ８）に変更した以外は実施例７と同様の手順に
して比較例２の光反射板を作製し、その性能を評価し、評価結果を下記表に記載した。
【０１６２】
［実施例８～１２］
　塗布する塗布液（Ｒ１）を（Ｒ９）～（Ｒ１３）に変更した以外は実施例７と同様の手
順にして実施例８～１２の光反射板を作製し、その性能を評価し、評価結果を下記表に記
載した。
【０１６３】
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【表７】

【０１６４】
　上記表７より、第１の光反射層に親水性基含有塗布性付与剤を使用しない比較例２の光
反射板は、第２の光反射層用液晶組成物塗布液を塗布した際の塗布性が低く、面状も悪く
、ヘイズも大きく発生したことがわかった。
　第１の光反射層に親水性基含有塗布性付与剤を使用すると、使用量が多い程、第２の光
反射層用液晶組成物塗布液を塗布した際の塗布性は高くなった。ただし、第１の光反射層
の親水性基含有塗布性付与剤が多くなりすぎると（０．２５０質量部）、第２の光反射層
の液晶化合物の溶剤除去後の配向熟成過程に対しては阻害する方向に働き、ヘイズは悪化
していく。第１の光反射層の親水性基含有塗布性付与剤の使用量には、最適な範囲がある
ことが確認される。
【０１６５】
［実施例１３～１６］
＜光反射板の製造３＞
　塗布する塗布液（Ｌ１）を（Ｌ２）～（Ｌ５）に変更した以外は実施例７と同様の手順
にして実施例１３～１６の光反射板を作製した。
【０１６６】
＜光反射板の評価３＞
　光反射板の評価２と同様にして、実施例１３～１６の光反射板の塗布性およびヘイズの
評価を行った。
　結果を、下表に示す。
【０１６７】

【表８】

【０１６８】
　上記表８より、第１の光反射層に塗布性付与剤を使用していると、第２の光反射層用液
晶組成物塗布液中の配向制御剤が少な目（０．００３質量部）でも、塗布性が維持される
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　第１の光反射層に配向制御剤を使用していると、第２層の光反射層のヘイズに関しては
、第２層中の配向制御剤の量をやや多めに使用した方が良いことが確認された。（実施例
１４）。
　第２の光反射層中の塗布性付与剤の使用量は、第２の光反射層の塗布液の塗布性や塗布
硬化膜のヘイズにはあまり大きな影響を与えないことも確認された。（表７の結果にある
ように、ある光反射層の塗布性付与剤の量は、その上に塗布される光反射層の塗布性や塗
布膜ヘイズには影響を与えるが、その層自体にはあまり影響を与えないと言える。）
【０１６９】
［製造例２］
＜光反射板、合わせガラス用積層中間膜シート、合わせガラスの製造に用いる塗布液の調
製＞
（易接着層用塗布液の調製）
　下記に示す組成の易接着層用塗布液を調製した。
・ポリビニルブチラール樹脂Ｂ１７７６（長春株式会社（台湾）製）　　１０質量部
・メトキシプロピルアセテート（ＰＧＭＥＡ）　　　　　　　　　　　１００質量部
【０１７０】
（下塗り層用塗布液の調製）
　下記に示す組成の下塗り層用塗布液を調製した。
・アクリルエステル樹脂ジュリマーＥＴ－４１０
　（東亞合成（株）製、固形分濃度３０％）　　　　　　　　　　　　　５０質量部
・メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
【０１７１】
（配向層用塗布液の調製）
　下記に示す組成の配向層用塗布液を調製した。
・変性ポリビニルアルコールＰＶＡ２０３（クラレ社製）　　　　　　　１０質量部
・グルタルアルデヒド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７１質量部
・メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１９質量部
【０１７２】
（アンダーコート層用塗布液の調製）
　下記に示す組成のアンダーコート層用塗布液を調製した。
・スチレン－アクリル樹脂アロンＳ－１００１
　（東亞合成（株）製、固形分濃度５０％）　　　　　　　　　　　　　２０質量部
・メトキシプロピルアセテート（ＰＧＭＥＡ）　　　　　　　　　　　　８０質量部
【０１７３】
（塗布液（液晶組成物）の調製）
　塗布液（Ｒ１）のキラル剤ＬＣ－７５６の処方量を下表に示す量に変更しただけで、他
は同様にして塗布液（Ｒ１４）、（Ｒ１５）を調製した。
【０１７４】
【表９】

【０１７５】
　また、塗布液（Ｌ１）のキラル剤（化合物１）の処方量を下表に示す量に変更しただけ
で、他は同様にして塗布液（Ｌ６）、（Ｌ７）を調製した。
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【表１０】

【０１７６】
［実施例１７］
＜光反射板の製造＞
　アンダーコート層用塗布液を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後の膜厚が０．５μｍにな
るようにＰＥＴフィルム（富士フイルム（株）製、厚み：７５μｍ）上に塗布した。その
後、１５０℃で１０分間加熱し、乾燥、固化し、易接着層（アンダーコート層）を形成し
た。
　次いで、上記で作製したアンダーコート層付ＰＥＴフィルムのアンダーコート層が塗布
されていない側の表面上に、下塗り層用塗布液を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後の膜厚
が０．２５μｍになるように塗布した。その後、１５０℃で１０分間加熱し、乾燥、固化
し、下塗り層を形成した。
　次いで、形成した下塗り層の上に、配向層用塗布液を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後
の膜厚が１．０μｍになるように塗布した。その後、１００℃で２分間加熱し、乾燥、固
化し、配向層を形成した。配向層に対し、ラビング処理（レーヨン布、圧力：０．1ｋｇ
ｆ、回転数：１０００ｒｐｍ、搬送速度：１０ｍ／ｍｉｎ、回数：１往復）を施した。
　次いで、形成した配向層の上に、塗布液を（Ｒ１５）、（Ｒ１４）、（Ｒ１）、（Ｌ１
）、（Ｌ６）、（Ｌ７）の順に実施例７の手順と同様にして、６層積層されたコレステリ
ック液晶相の光反射層を形成した。
　次いで、上記で形成したコレステリック液晶相の光反射層の最上層の表面に、易接着層
用塗布液を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後の膜厚が１．０μｍになるように塗布した。
その後、１５０℃で１０分間加熱し、乾燥、固化し、易接着層を形成し、光反射板を作製
した。
【０１７７】
＜合わせガラス用積層中間膜シート、合わせガラスの製造＞
　次いで、上記で作製した光反射板と合わせガラス用ポリビニルブチラール中間膜シート
（厚み：３８０μｍ）とを、ラミネーター（大成ラミネーター（株）製）を用いてラミネ
ート処理（加熱温度：８０℃、加圧力：１．５ｋｇ／ｃｍ2、搬送速度：０．１ｍ／ｍｉ
ｎ）することにより、合わせガラス用積層中間膜シートを作製した。
　次いで、上記で作製した合わせガラス用積層中間膜シートを２枚のクリアガラス（厚さ
：２ｍｍ）で挟み、ゴムバッグに入れ、真空ポンプで減圧した。その後、減圧下で９０℃
まで昇温し、３０分間保持後、いったん常温常圧まで戻した。その後、オートクレーブ内
にて圧力１．３ＭＰａ、温度１３０℃の条件で２０分間保持した。これを常温常圧まで戻
し、実施例１７の赤外光反射機能付合わせガラスを作製した。
【０１７８】
＜合わせガラスの評価＞
（ヘイズ）
　作製した赤外光反射機能付合わせガラスについて、日本電色工業（株）製ヘイズメータ
ー「ＮＤＨ２０００」にてヘイズを測定して、以下の基準に基づいて判定を行った。
◎：ヘイズ０．３５％以下
○：ヘイズ０．３５％より大、かつ０．５０％以下
△：ヘイズ０．５０％より大、かつ０．８０％以下
×：ヘイズ０．８０％より大
　結果を、下表に示す。
【０１７９】
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（可視光透過率）
　作製した赤外光反射機能付合わせガラスについて、ＪＩＳ－Ｒ３２１１に準拠し、日本
分光（株）製分光光度計「Ｖ－６７０」にて、コレステリック液晶相反射層側の正面透過
スペクトルを測定し、標準光源Ａに対する可視光透過率を算出した。可視光透過率は、以
下の基準に基づいて判定を行った。
○：可視光透過率７０％以上
×：可視光透過率７０％未満
　結果を、下表に示す。
【０１８０】
（遮熱性能評価）
　作製した赤外光反射機能付合わせガラスについて、日本分光（株）製分光光度計「Ｖ－
６７０」にて、コレステリック液晶相反射層側の５°正反射スペクトル及び正面透過スペ
クトルを測定して３００～２５００ｎｍの波長範囲の日射スペクトルに対する遮熱性能（
透過率）を算出した。遮熱性能は、以下の基準に基づいて判定を行った。（日射スペクト
ル透過率は低い方が望ましい。）
◎：日射スペクトル透過率５０％以下
○：日射スペクトル透過率５０％より大、６０％以下
△：日射スペクトル透過率６０％より大、７０％以下
×：日射スペクトル透過率７０％より大
　結果を、下表に示す。
【０１８１】
［実施例１８］
　２枚のクリアガラスのうち、赤外光反射板のＰＥＴフィルム基板側のクリアガラスを熱
線吸収ガラス（標準Ａ光源での可視光透過率８５％、主波長５５０ｎｍ）に変更した以外
は、実施例１７と同様の手順にして、実施例１８の赤外光反射機能付合わせガラスを作製
し、その性能を評価し、評価結果を下記表に記載した。
【０１８２】
【表１１】

【０１８３】
　上記表１１に示す通り、実施例１７および１８では、合わせガラス形態にしても、ヘイ
ズが低く抑えられており、高い可視光透過率と遮熱性能とを示した。
　特に、可視光領域に吸収を有する熱線吸収ガラスを用いて合わせガラスにした実施例１
８は、非常に高い遮熱性能を示した。
【０１８４】
　上記の結果より、本発明の実施例によれば、ヘイズの値が低く抑えられ、かつ遮熱性能
に優れた光反射板を得られ、かつ光反射層の上にコレステリック液晶相を固定してなる光
反射層を積層塗布するときの塗布性を改善できる光反射層を提供できることが示された。
　また、合わせガラスにする場合に、可視光領域に吸収を有する熱線吸収ガラスを用いる
ことにより、さらに遮熱性能が向上することも示された。
【０１８５】
［実施例１９］
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　実施例１７および１８において、前記加熱圧着終了後、圧力を保持した状態でおよそ３
時間かけて放冷し、オートクレーブ内の温度が４０℃以下になったところで圧力を開放し
た。このとき、開放前の圧力は０．９ＭＰａであった。
　作製した合わせガラスについて、ポリビニルブチラール樹脂フィルムのシワと赤外線反
射層の膜ワレを評価したところ、いずれも実施例１７および１８よりもさらに改善されて
いたことがわかった。また、この合わせガラス板の反射ムラを目視にて確認したところ、
いずれも実施例１７および１８よりもさらに改善されていたことがわかった。
【０１８６】
［実施例２０］
　実施例１７で製造した基板としてＰＥＴを含む光反射板の最外層（空気界面側）の光反
射層上に第一の中間膜であるＰＶＢを重ね合わせ、１２０℃、０．２ＭＰａ、０．２ｍ／
ｍｉｎの条件でラミネートロールに通し、最外層の光反射層と第一の中間膜を貼り合わせ
た。このとき、ラミネートロールは第一の中間膜のエンボスをつぶさないよう、第一の中
間膜側のラミネートロールは２５℃、ＰＥＴ側のラミネートロールを１２０℃とした。ラ
ミネートした積層体からＰＥＴ支持体のみを剥がし、第一の中間膜と赤外線反射層積層体
の積層体とした。さらにＰＥＴを剥がした側の最外層の光反射層の表面に第二の中間膜で
あるＰＶＢを積層した。でき上がった赤外線反射層積層体と前記中間膜を含む積層体を、
ガラス／第一の中間膜／赤外線反射層積層体／第二の中間膜／ガラスとなるように、重ね
合わせてガラス板に挟持された積層体を製造した。
　得られたガラス板に挟持された積層体を真空下、９５℃で３０分予備圧着をおこなった
。予備圧着後、ガラス板に挟持された積層体をオートクレーブ内で１．３ＭＰａ、１２０
℃の条件で加熱しながら圧着処理し、合わせガラスを作製した。合わせガラス化した後、
ガラスからはみ出していた部分を裁断し、基板を含まない態様の合わせガラスを製造した
。
　得られた合わせガラスの性能評価を行ったところ、実施例１７と同程度であった。
【符号の説明】
【０１８７】
１２　基板
１４ａ　光反射層（光反射層Ｘ１）
１４ｂ　光反射層（光反射層Ｘ２）
１６　光反射層（光反射層Ｘ３）
２２、２４　中間膜
３２、３４　ガラス板
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